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第 1 章  事業概要 

1.1 今年度事業の意義 

産業の活性化、次世代への教育、学術研究の発展、そして豊かさを実感できる国民生活の

実現など、我が国におけるメディア芸術の活用に期待されるところは大きい。 

特にコンピュータ・ゲームはこうした我が国のメディア芸術の中でも、海外への文化・社

会的影響力という観点においてほかの領域を圧倒し、新たな ICT の実験場としての先進的

な役割を担ってきた。さらに、我が国のコンピュータ・ゲームはマンガやアニメーションの

みならず、様々なほかの文化領域へも多大な影響を与えてきた。コンピュータ・ゲームは現

代日本の文化的・経済的な価値という点において、極めて大きな役割を担ってきたと言える。

しかしながら、この役割を支えるインフラとしてのアーカイブの整備・活用は、我が国にと

って喫緊の課題であるにも関わらず、1980 年代以前のコンピュータ・ゲームそのものは、

現在急速に失われつつあり、そのアーカイブ構築の体制が十分に展開されているとは言い

難い。コンピュータ・ゲームを保存する施設自体は既に存在するが、アーカイブの規模、質、

そして持続可能性といったいずれの点も未成熟な状況にある。 

こうした現状を解決する取組の一環として、本事業は実質的に機能し得るゲーム所蔵館

の連携枠組みの構築を通じて、我が国におけるゲーム・アーカイブの保存環境の整備・推進

を図る。これにより本事業は、我が国のメディア芸術の活用支援、学術文化教育の発展、産

業振興、そして日常生活の充実など国民生活への寄与を目指すものである。 

 

1.2 今年度事業の目的 

前項のとおり、本事業は、多面的な取組を通じて、最終的にはゲームに関する所蔵品の管

理方法を確立し、資料へのアクセシビリティを向上させるために、より持続可能なアーカイ

ブの保存体制の構築を目的とし、これを多面的な施策を通して実現していくものである。 

ゲームという新しい文化資源を保存し継承し、ゲーム保存を効率的に分担して進めてい

くためには、産学館（官）による連携枠組みを構築し、ゲーム所蔵館の相互連携を推進する

ことは不可欠であると言える。本事業はこの問題を解決するためのものである。 

 本事業は、既に「メディア芸術連携促進事業 連携共同事業」の一環として「ゲーム・ア

ーカイブ所蔵館連携に関わる調査事業」を平成 27年度より 3年にわたり実施してきた。昨

年度までは、年度ごとに所蔵館連携のための「調査」（平成 27 年度）、「設計」（平成 28 年

度）、「実施」（平成 29 年度）の段階として位置付けて、段階的に事業を実施してきた。 

 

今年度事業では、昨年度までの事業を受けて、各施策をより発展的に実施していくととも

に、さらに各施策の「検証」の期間と位置付けて、昨年度までの取組の方法論をより洗練さ
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せていくための段階となる（図 1-1 参照）。 

本事業での多面的な施策は大きく分けて、二側面から組み立てられている。ゲーム所蔵館

の持続的・効率的な連携枠組みの構築を目指す実際の活動を行うと同時に、その活動を支え

る基盤としてのゲーム・アーカイブが現状を評価するための調査活動を効率的に実施して

いくことである。 

第一に、連携枠組みの構築という点については、これを洗練・検討させていくために、ま

ずは何よりも、昨年度までの議論に基づき、連携枠組みの構築を図っていく。 

第二に、調査という点においては、構築しつつあるゲーム・アーカイブを、実際にどのよ

うな形で効果的に利活用を目指していくことができるのかを調査・検討していくための各

種施策を実施する。 

また、調査事業として、目録データに基づいたアーカイブ状況の可視化を、初年度より実

施している。これについても作業手順の再検討などを行いつつより効率的・持続的な方法論

の構築を目指し、目録の紐（ひも）づけについてはゲーム資料 2,000 件、ゲーム関連資料

4,000 件、WorldCat のデータ 2,000 件ほど登録を行っていく。 

 

 

 

図 1-1 事業の進展イメージ 

 

 

本事業は、最終的にはゲームに関する所蔵品の管理方法を確立し、資料へのアクセシビリ

ティを向上させるほか、より持続可能なアーカイブの保存体制の構築を目的とする。本事業

では、ゲームという新しい文化資源を保存し継承していくための産・学・館・官による連携

枠組みの構築を目指している。この連携枠組みの強化を図ることは、現代日本の文化を後世

に残すだけでなく、その特質について研究・調査を行っていく上で、大きな課題であると言

える。本事業の各施策を推進することで、現代日本文化の保存とその利活用を目指し、豊か

な国民生活及び活力ある社会の実現に寄与せんとするものである。 

 

1.3 今年度事業の実施内容 

 先述のとおり、本事業は連絡協議会の組織化を推進し、これを通じてゲーム・アーカイブ

のより持続可能な保存体制の構築を進めるとともに、ゲーム・アーカイブの社会的な利活用
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を目指すものである。 

今年度は、昨年度までの事業を通して形成された所蔵館のネットワークから、連携に向け

た連絡協議会の組織化を行った。また、こうした連携を機能させるための基盤的な調査事業

を実施していくことで、上記の目的を達成した。 

 第一に、連携枠組みの構築という点については、これを洗練・検討させていくために、ま

ずは何よりも、昨年度までの議論に基づき、連携枠組みの構築を図っていくことを目的とし

て、国内の連携枠組みについては、規約案・趣意書の詳細を調整し、組織の立ち上げを行っ

た。また、世界各地の関係者を日本に招いて、国際会議を開催した。こうした活動を通して、

国内外における組織的な連携枠組みのより一層の強化・活発化を目指す。 

第二に、調査という点においては、構築しつつあるゲーム・アーカイブを、実際にどのよ

うな形で効果的に利活用を目指していくことができるのかを調査・検討していくための各

種施策を実施した。ゲームの所蔵館連携のための基礎的な調査として、昨年度まで継続して

実施してきたゲーム所蔵館の目録紐付け作業は、今年度も引き続き実施し、これに伴うアー

カイブ重点対象を明らかにするマップも更新した。また、ゲーム・アーカイブの利活用とい

う点から、訴訟におけるゲーム・アーカイブの役割について著作権の観点からの整理、ゲー

ムの展示という形でのアーカイブの利活用、産学連携のための協力枠組みの構築について

の調査も、昨年度までに明らかになった問題点を踏まえて行った。 

以上の取組は、いずれも昨年度までに明確化された課題を改めて検討するために位置付

けられるものである。これらの取組を通じて次年度以後、連携枠組みを更に持続可能で、洗

練されたものとしていく。今年度の事業はそのための重要なステップとなることが期待さ

れる。 

 

1.4 今年度事業の推進体制 

 文化庁事業「平成 30 年度メディア芸術連携促進事業」の一環として、「平成 30 年度ゲー

ムアーカイブ所蔵館連携に関わる調査事業」を実施した。実施主体は立命館大学ゲーム研究

センターであり、諸施策の関連機関に働きかける形で事業を推進した。 

 

1.5 今年度事業の成果概要 

1.5.1 ゲーム所蔵館連絡協議会の組織化活動 

 

国内における「ゲーム所蔵館連絡協議会準備会合」として調整を進めてきた枠組みを「ゲ

ーム・アーカイブ推進連絡協議会」という名称で、今年度中に組織を立ち上げることができ

た。今年度はゲーム所蔵館同士の連携のための具体的な趣意書と規約の案を元に各所蔵館

の関係者と事前調整を行い、平成 31 年 1 月 11 日に関係者間で協同して議論し、現状の趣
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意書と規約案に微修正を加えて組織が立ち上げられることとなった。 

 国際的な連携枠組みにおいては、今年度は国内外のゲーム・アーカイブに関する関係者を

京都で実施された国際カンファレンス「国際デジタルゲーム保存会議 2019」に招いて、ゲ

ーム・アーカイブを推し進めるための実質的な議論を推し進めることができた。 

また、上記の実施に関連して、オーラル・ヒストリー調査の組織間連携のためのプロジェ

クト、英日連携のゲーム・アーカイブに関わるフィージビリティスタディーズのプロジェク

ト、そして国際ビデオゲームデータネットワーク（IVDN）の発足などを行うことができた。 

そして、今年度は国内においてバンダイナムコスタジオがアーカイブ構築のための取組

を公にし、産学連携という意味でも大きな進展があった。 

 

1.5.2 ゲーム所蔵館連携に係る調査 

今年度も昨年度に引き続き、国内外におけるゲームソフト保存状況に関するプロセスの

把握について、定性的・定量的な調査を実施した。 

第一に、昨年度までに活動を継続してきた所蔵館との間で、直接にカタロギングや長期保

存環境の構築のための実践的な知見の交換や実務的な議論の場を持つことができるように

なってきた。日本ゲーム博物館（株式会社小牧ハイウェイ企画）、バンダイナムコスタジオ、

明治大学等との間で、こうした点に関する議論の場を設けることができた。 

第二に、ゲームソフトアーカイブ状況の定量的把握である。昨年度までに作成してきた統

合目録に加え、雑誌等のゲーム関連資料の登録を試験的に開始することができた。個別資料

としては、併せて合計 9180 件のデータの処理を行った。 

第三に、これらによって作られたデータに基づき、今年度もアーカイブ重点対象の把握を

最新状況に更新した。 

第四に、著作権に関わる調査については、今年度は、ゲームのアーカイブが訴訟において

活用できるとすれば、具体的にはどのような活用法が考えられるかということを整理して

示すことを目的として、実際に著作権侵害訴訟となり、判決にまで至った 2 件の裁判例の

調査、著作権やゲームに関する文献調査、及び知的財産訴訟の経験が豊富な複数の弁護士へ

のヒアリング調査を行い、過去のゲームが証拠としてどのような形で扱われてきたかにつ

いてまとめた。 

第五に、ゲームの展示手法の検討については、前年度から引き続きゲーム展覧会の利活用

に関する方法論の検討のため、平成 30年度に開催された主なゲームに関する展覧会の資料

収集及び関係者・企画者へのヒアリングを行った。 

これらの取組を通じて作られたデータは本学（立命館大学）において新規アーカイブの

検討に使われているほか、国立国会図書館においても未収蔵品を確認するための資料とし

て用いられており我が国のゲーム保存を行っていく上での重要な意味を持つ作業となって

きている。 
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第 2 章  趣旨 

2.1 事業背景 

 デジタルゲームは 1980年代から現在に至るまで、世界中で強い経済的・社会的・文化的

影響力を有してきた。それとともに、デジタルゲームについての研究や教育の需要が日々高

まっている状況にある。一方で、デジタルゲームを体系的にアーカイブとして保存していく

国内の取組は、小規模にとどまっており、その研究・教育に用いる資料としてのゲームの取

扱いや利活用に関する実践的知見が十分であるとは言い難い状況にある。 

海外においては Lowood ら1により早くから指摘されているとおり、多くのゲームが技術的

な陳腐化や物理的劣化による危機を迎えている。とりわけ 1970 年代から 1980 年代に開発

されたゲームは、早急な保存が必要だと指摘されている。こうした背景の元、ゲームの保存

に関する様々な取組が、世界各地で着手され始めている。海外では、例えばアメリカのスト

ロング遊戯博物館（The Strong National Museum of Play）や、スタンフォード大学図書館

（Stanford University Libraries）、イギリスのナショナル・ビデオゲーム・アーカイブ

（The National Videogame Archive）、ドイツのライプツィヒ大学、そして韓国のネクソン・

コンピュータ・ミュージアム（Nexon Computer Museum）などといった博物館や教育機関に

おいて、大小様々な規模のゲームのコレクションが既に形成されている。そこでは日本で制

作され、流通したゲームタイトルも数多く含まれており、日本国内のいかなる施設よりもは

るかに充実したコレクションを有する所蔵館も存在している。日本国内に目を向けると、海

外の博物館や教育機関と比較すると小規模ながら、公立図書館では国立国会図書館が、研

究・教育機関では立命館大学や明治大学などが、ゲームソフトの収集・保存を進めている。

現在では文化庁が、メディア芸術振興の一環としてゲーム分野のアーカイブ化事業の支援

を始めていることもあり、ゲームソフトやハードの収集・保存に対する社会的な関心は高ま

りつつあると言えるだろう。そこで、長期にわたって持続可能な形でのゲームの収集・保存

のための事業が、今必要なのである。 

本件に関連する事業の一つに、文化庁による「メディア芸術データベース」の構築がある。

このデータベースでは、我が国で制作され、流通したゲームの製品数に関する情報がまとめ

られ、アーカイブの対象とすべき範囲の基礎情報が整備されてきている。これは国内におけ

るアーカイブ作業の基盤形成にとって、重要な一歩であると思われる。 

 ただし、ゲームの保存を実際に成立させていくためには、データベース以外にも多面的な

取組が必要となる。とりわけ重要な事業の一つに、ゲームのアーカイブを行う所蔵館同士の

相互連携の促進が挙げられる。図 2-1 は、日本で各年に発売されたゲームについて、各館の

所蔵状況をまとめたものである。これを見ると、それぞれのゲーム所蔵館によってアーカイ

                                                   
1  Lowood, H. et al. 2009. “Before It's Too Late: A Digital Game Preservation White Paper,” American 
Journal of Play. 2(2): 139–66 , (Retrived February 8, 2018, 
http://digitalcommons.calpoly.edu/lib_fac/107). 
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ブされているゲームソフトの発売時期に大きなばらつきがある。図 2-1 から明らかなよう

に、どこか一つの所蔵館のみで幅広いアーカイブを進めていくことは困難である。 

 

  

図 2-1 所蔵館ごとのゲームソフト所蔵傾向（年代別） 

出典：文化庁／立命館大学「平成 29 年度ゲーム・アーカイブ所蔵館連携に関わる調査事

業 報告書」より 

 

ゲーム保存を効率的に進めていくためには、ゲームの所蔵館の連携を推進することが不

可欠である。本事業はこの問題を解決するためのものである。 

 

2.2 今年度事業の目的 

 

本事業は、「メディア芸術連携促進事業 連携共同事業」の一環である「ゲーム・アーカイ

ブ所蔵館連携に関わる調査事業」として、平成 27年度から 3年にわたって実施してきた。

昨年度までの取組は、所蔵館連携のための「調査」（平成 27年度）、「設計」（平成 28 年度）、

「実施」（平成 29 年度）の段階と位置付けられ、ゲーム・アーカイブの所蔵館連携のための

連絡協議会設置に向けて国内外に議論の場を設けてきた。また、それら所蔵館の現況につい

ての定量的・定性的な調査、所蔵品の目録の名寄せ、そしてそれを元にしたアーカイブの重

点対象の明確化などを行ってきた。 

今年度事業では、昨年度までの事業を受けて、各施策をより発展的に実施していくととも

に、さらに各施策の「検証」の期間と位置付けて、昨年度までの取組の方法論をより洗練さ
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せていくための段階となる。 

本事業での多面的な施策は大きく分けて、二側面から組み立てられている。ゲーム所蔵館

の持続的・効率的な連携枠組みの構築を目指す実際の活動を行うと同時に、その活動を支え

る基盤としてのゲーム・アーカイブが現状について評価するための調査活動を効率的に実

施していくことである。それぞれにおいてどのような施策の洗練・検討を目指すのかという

ことを具体的に述べれば次のようになる。 

第一に、連携枠組みの構築という点については、これを洗練・検討させていくために、ま

ずは何よりも、昨年度までの議論に基づいた連携枠組みの構築を図っていくことが求めら

れる。そのために、国内のゲーム所蔵館を連携させるための組織を立ち上げる。また、国際

的には、既に緩やかな連携の仕組みは構築されつつあるため、いかにこれを実質的な成果に

結びつけていくかを議論するため、世界各地の関係者を国内に招いて国際会議を開催する。 

第二に、調査という点においては、構築しつつあるゲーム・アーカイブを、実際にどのよ

うな形で効果的に利活用を目指していくことができるのかを調査・検討していくための各

種施策を実施する。利活用の仕方は様々だが、博物館・美術館等での展示、訴訟における活

用などといった点では現時点で既に、過去のゲーム資料が活用されている。では、実際にこ

れらがどのように活用されているのか。今年度に展示されたゲームに関する展覧会の調査

を行うとともに、訴訟におけるゲーム資料の位置付けについて検討していく。 

また、調査事業として、どこの所蔵館にどの資料がどれだけあるのか、といったことを確

認していくゲーム資料の目録の相互紐付けと、その紐付けを行った目録データに基づいた

アーカイブ状況の可視化を、継続的に実施している。これは、本事業の基幹となる施策の一

部であるが、これについても作業手順の再検討などを行いつつより効率的・持続的な方法論

の構築を目指し、目録の紐付けについてはゲーム資料 2,000件、ゲーム関連資料 4,000 件、

WorldCat のデータ 2,000 件ほど登録を行っていく。 

なお、本年度の調査では、今まで扱ってきたようなデジタルゲームを中心としているが、、

現物資料をもたないスマートフォン等でのゲームや、隣接分野としてのボードゲームなど

のアナログゲームの保存や利活用に係る取り組みについても事例を取り上げる。デジタル

ゲームの保存や利活用に係る諸課題を検討するうえで有為な先行事例も多く、また今後の

アーカイブの方針の在り方を幅広く検討していくためにも取り上げていきたい。 

 

本事業は、最終的にはゲームに関する所蔵品の管理方法を確立し、資料へのアクセシビリ

ティを向上させるほか、より持続可能なアーカイブの保存体制の構築を目的とする。次いで、

ゲームという新しい文化資源を保存し継承していくための産・学・館（官）による連携枠組

みの構築を目指すものである。この連携枠組みの強化を進展させることは、現代日本の文化

を後世に残し、現代日本の文化的特質について研究・調査を行っていく上で、重要な課題で

あると言える。本事業の各施策を推進することを通じて、現代日本文化の保存とその利活用

を目指し、そのことでもって豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与せんとするも
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のである。 

 

2.3 関連事業 

本事業は、文化庁によって推進されてきた「メディア芸術データベース（開発版）」の利

活用としての意義も有している。「メディア芸術データベース（開発版）」は、文化庁によっ

て整備されてきたマンガ・アニメ・ゲーム・メディア芸術といった諸分野の作品のデータベ

ースである。本事業の一部として、ゲームの所蔵館同士の相互連携の進展を目的とした施策

があるが、これは「メディア芸術データベース」の体現形の IDである「メディア芸術デー

タベース」書誌レコードを利用することで成立しているものである。 
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第 3 章  実施体制 

本事業は文化庁事業「平成 30 年度メディア芸術連携促進事業」の一環として、「平成 30

年度ゲーム・アーカイブ所蔵館連携に関わる調査事業」が実施された。実施主体は立命館大

学ゲーム研究センターであり、他機関に働きかける形で事業を推進した。詳細な実施体制は

下記のとおりである。 

 

 

 

図 3-1 事業の実施体制 
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第 4 章  実施スケジュール 

4.1 事業の全体スケジュール 

事業の実施スケジュールは下記のとおりである。 

 

 

図 4-1 本事業の実施スケジュール 
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4.2 事業内各施策の実施要領 

下記のとおりの事業スケジュールで各施策を実施した。 

 

4.2.1 ゲーム所蔵館連携体制のための組織化活動 

（1）国内のゲーム所蔵館連携体制のための組織化活動 

 

1.ゲーム・アーカイブ推進連絡協議会（仮）準備会合／セミナー 

日時：平成 31年 1月 11 日（金）13：00～15：30 

場所：立命館大学東京キャンパス 

 

2.第 4回国内連絡協議会 準備会合 

日時：平成 31年 1月 11 日（金）16：00～17：30 

場所：立命館大学東京キャンパス 

 

（2） 国際的なゲーム所蔵館連携体制のための組織化活動 

 

1.国際会議開催のための打診・調整（於 トリノ大学） 

日時：平成 30年 7月 25 日（水）～28日（土） 

場所：トリノ大学 

 

2.デジタルゲーム保存のためのミーティング 

日時：平成 30年 8月 20 日（月）19：00～21：00 

場所：ナショナル・ビデオゲーム・アーケード（ノッティンガム） 

 

3.国際デジタルゲーム保存会議 2019 

日時：平成 31年 1月 7日（水）10：00～17：00 

平成 31 年 1 月 8 日（木）10：00～16：00 

場所：立命館大学衣笠キャンパス創思館、アート・リサーチセンター 

 

4.2.2 ゲーム所蔵館連携に係る調査 

 

（1）国内のゲーム所蔵館調査活動 

1.日本ゲーム博物館（株式会社小牧ハイウェイ企画） 倉庫視察 

日時：平成 30年 10 月 9日（火）14：00～16：00 

場所：小牧ハイウェイ企画倉庫（岐阜） 
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2. 図書館におけるゲームの利活用イベントの開催実体についてのヒアリング 

日時：平成 30年 11 月 15 日（木） 18：00～20：00 

場所：立命館大学修学館 234 

 

3. 株式会社バンダイナムコスタジオ 

日時：平成 31年 1月 17 日（木）13：20～15：00 

場所：バンダイナムコスタジオ本社 

 

4. 明治大学 府中グラウンド倉庫 

日時：平成 31年 1月 25 日（金）15：00～17：00 

場所：明治大学 府中グラウンド 

 

（2） ゲームの展示手法についての検討 

  下記催事を訪問し、展示手法について調査検討を行った。 

 

1.「明治大学アカデミックフェス 『パックマン』『マッピー』とナムコ・アーカイビング

小展 ゲーム研究の基盤整備のために」 

日時：平成 30年 11 月 23 日（金）13 時 14 時 30 分 

場所：明治大学 駿河台キャンパス 

 

2.「イン・ア・ゲームスケープ：ヴィデオ・ゲームの風景，リアリティ，物語，自我」（NTT

インターコミュニケーション・センター）  

日時：平成 31年 1月 14 日（月）17：00～18：30  

場所：NTT インターコミュニケーション・センター会議室 

 

3.「東京藝術大学ゲーム学科（仮）「第 0年次」展」（東京藝術大学）  

日時：平成 31年 1 月 21日（月）11：00～13：00  

場所：東京藝術大学横浜校地 馬車道校舎 

 

4.「これはゲームなのか？展」（3331アーツ千代田／もと歌島橋バスターミナル跡地（御

幣島芸術祭 2018））  

日時：平成 31年 1 月 21日（月）17：00～19：00  

場所：レンタルスペース・Colormell 新宿タカシマヤ前 2号店 
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5.「平成 30 年度夏季特別展 CONTINUE “ゲーム”90年の歴史 」 

日時：平成 31年 1月 23 日（水）10：30 11：30 

場所：城陽市歴史民俗資料館 

 

6.「イケメン展示◆彼と過ごした恋の園」展 

日時：平成 31年 1月 25 日（金） 16：00～17：00 

場所：京都国際マンガミュージアム 

 

4.3 調査・作業期間 

（1）所蔵館目録紐付け作業 

1. 立命館大学所蔵目録の「メディア芸術データベース」書誌レコードへの紐付け作業 

平成 30 年 10 月 1 日（月）～平成 31年 2 月 8 日（金） 

2. OCLC と「メディア芸術データベース」書誌レコードへの紐付け精査  

平成 30 年 11 月 15 日（木）～平成 31年 2 月 8 日（金） 

 

（2）アーカイブ重点対象マップの作成作業 

1. 紐付け作業の入力データの集計作業  

平成 31 年 1 月 10 日（木）～平成 31年 2 月 8 日（金） 

2. 概況マップの作成作業        

平成 31 年 2 月 4 日（月）～平成 31年 2月 8日（金） 

 

（3）著作権調査 

1. 調査枠組みの設計 平成 30 年 9 月 3 日（月）～10月 1 日（月） 

2. 調査活動     平成 30 年 9 月 3 日（月）～平成 31年 1月 25 日（金） 

 

（4）ゲームの展示手法についての検討 

1. 調査枠組みの設計 平成 30 年 8 月 25 日（土）～9月 3日（月） 

2. 調査活動     平成 30 年 9 月 3 日（月）～平成 31年 1月 25 日（金） 
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第 5 章 実施内容 

 

目的の項にて述べたとおり、本事業での施策は大きく分けて、二側面から組み立てられて

いる。ゲーム所蔵館の持続的・効率的な連携枠組みの構築を目指す実際的な活動と、その活

動を支える基盤としてのゲーム・アーカイブが現状について評価するための調査活動であ

る。今年度は、それぞれにおいて施策の洗練・検討を目的としている。 

以下では、第一の連携枠組みの構築のための実際的な活動という点について述べる。ゲー

ム所蔵館連携体制のための組織化活動は、国際的な連携枠組みの構築を目指したものと、国

内における連携組織の立ち上げを目指したものの 2種類に分けられる。 

 本章では、それぞれの取組の詳細について述べる。 

 

5.1 ゲーム所蔵館連携体制のための組織化活動 

本事業での施策は大きく分けて、二側面から組み立てられている。ゲーム所蔵館の持続

的・効率的な連携枠組みの構築を目指す実際的な活動と、その活動を支える基盤としてのゲ

ーム・アーカイブがそもそも現状について評価するための調査活動である。今年度は、それ

ぞれにおいてどのような施策の洗練・検討を目的としている。 

以下では、第一の連携枠組みの構築のための実際的な活動という点について述べる。ゲー

ム所蔵館連携体制のための組織化活動は、国際的な連携枠組みの構築を目指したものと、国

内における連携組織の立ち上げを目指したものの 2種類に分けられる。 

今年度は、それぞれにおいて、昨年度までの議論に基づいた連携枠組みの構築を図った。

そのために、国内のゲーム所蔵館を連携させるための組織を立ち上げ、また国際的には、既

に構築されつつある緩やかな連携を実質的な成果に結びつけていくかを議論するため、世

界各地の関係者を国内に招いて国際会議を開催した。 

それぞれについて、以下において詳述する。 

 

5.1.1 国内のゲーム所蔵館連携体制のための組織化活動 

国内の連携組織化に向けた活動としては、国内のゲームやその関連資料を所蔵している

機関が参加する連絡協議会の組織体制に関する検討、ノウハウ共有、メディア芸術データベ

ースの活用などといった議論を進めるための準備活動として、ゲーム所蔵館連絡協議会の

準備会合の開催し、国内のゲーム所蔵館を連携させるための組織を立ち上げた。また、国内

のゲーム所蔵館調査活動を実施し、連携の基盤となる概況の把握を行った。 

 

5.1.1.1 ゲーム所蔵館連絡協議会準備会合の開催（1回） 

国内におけるゲーム所蔵館の連携を強化することを目的として、昨年度までにゲームの
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所蔵を実践している各ゲーム所蔵館の参加を得て、連絡協議会を立ち上げるための準備会

合を 3回開催してきた。これらの会合では、各所蔵館が抱える問題点の共有及び連絡協議会

組織化のための議論が行われてきた。特に昨年度は、組織化のための具体的な趣意書と規約

案を元に議論が行われた。 

 セミナー及び会合の内容について、下記に内容の概略を示す。 

 

（1）ゲーム・アーカイブ推進連絡協議会セミナー 

昨年度の国内協議会の準備会合において、ノウハウ共有のためのセミナーを開催すると

いうことが一つの施策として提案されていた。この施策を試験的に実施するため、会合に先

立って国内のゲーム所蔵館の関係者によるセミナーを実施した。セミナーでは日本ゲーム

博物館の袴田直樹氏と立命館大学の福田一史氏が講演を行った。 

 

日時：平成 31年 1月 11 日（金） 13：00～ 

場所：立命館大学 東京キャンパス  

 

■日本ゲーム博物館 袴田直樹 講演「アーケードゲームの中古流通から保存まで」  

 

 袴田氏のキャリアのスタートから、1980年代における基板の流通、現在の保存に係る課

題点が議論された。 

袴田氏は中高生当時にゲーム好きだったことが高じて、アーケードゲームの基板を扱う

ショップ店員として勤務を始めた。多くのメーカーで在庫にまわったのち廃棄処分となる

基板の一部は、横流しなどは許されず会計処理上の制度的な制約もあり、文字どおり廃棄さ

れるためそうしたものは中古流通がなされるわけではなかった。「保存」をするための仕組

みはアーケードゲーム事業を展開する企業活動のプロセスの中には組み込まれていない状

況があった。 

 また、コレクターによる収集については、基板屋として仕事をする中でしばしば対応して

きたが、コレクターの収集の仕方によっては基板が世の中にあるのかないのかの把握が難

しい状況になってしまうことも多く、単に集めるだけということだと公共性のある形での

保存ということにはならない点なども課題であることなどが述べられた。 
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図 5-1 袴田直樹氏 

 

■立命館大学 福田一史 講演「ビデオゲームの目録作成：メディア芸術データベース再構

築の動向を踏まえて」 

 

 ビデオゲームの目録作成（カタロギング）に関わる動向の紹介などと、現在、正式版開発

のためのメタデータモデルを検討中であるメディア芸術データベースについて、その構想

が議論された。 

 また、カタロギングの手法については、今後、ほかの所蔵館においても取り組めるような

文書の公開などを進めていく方針が話された。また、立命館大学ゲーム研究センターの協力

がなくとも、平成 31年 1月に公開された日本目録規則に準拠することで、データの再利用

が一部可能なものになることが示された。 

 

 

 

図 5-2 福田一史氏 
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（2）ゲーム・アーカイブ推進連絡協議会 準備会合 

 

昨年度までの議論に基づいた連携枠組みの構築を図るため、国内の主要なゲーム所蔵館

の担当者を集め、国内のゲーム所蔵館を連携させるための組織を立ち上げるための会合を、

下記要領にて開催した。 

はじめに、Espen Aarseth 氏（5.1.2.1 参照）、バンダイナムコスタジオの兵藤氏（付録[2]

参照）からの報告もあった上で、改めて活動の趣意書及び、規約についての議論を行った。

（議論の詳細は付録[1]を参照） 

 

日時：平成 31年 1月 11 日（金）16：00～17：30 

参加者（50音順、敬称略） 

井上明人（立命館大学）、Espen Aarseth（コペンハーゲン IT大学）、川口洋司（日本オ

ンラインゲーム協会）、徳田直人（ナツゲーミュージアム）、中川大地（明治大学）、袴

田直樹（日本ゲーム博物館）、兵藤岳史（バンダイナムコスタジオ）、福田一史（立命館

大学）、福地健太郎（明治大学）、細井浩一（立命館大学）、細谷滝音（ゲーム保存協会）、

三上浩司（東京工科大学）、山本悠作（ナツゲーミュージアム）、横井伸明（日本ゲーム

博物館） 

オブザーバー（50音順、敬称略）： 

伊藤由美（文化庁）、水戸部由美（国立国会図書館）、吉田敦則（文化庁） 

 

5.1.1.2 国内のゲーム所蔵館調査活動 

 ゲーム所蔵館の連携を進めるためには、そもそも今現在において国内のゲーム所蔵館が

どのような活動を実施しているかを把握することが必要である。そのための調査を初年度

より行っているが、今年度についても引き続き調査を実施した。 

今年度よりその活動を公にしたバンダイナムコスタジオ社のアーカイブの調査を中心に、

活動のフェイズを進めつつある日本ゲーム博物館及び、明治大学のアーカイブを改めて視

察しつつ、相互に共有すべき手法や論点について議論を行った。（また、国内のゲームの展

覧会等については、5.2.4 に別途記載している） 

 

（1）日本ゲーム博物館（株式会社小牧ハイウェイ企画） 倉庫 

日時：平成 30年 10 月 9日（火） 14：00～16：00 

参加者：横井伸明（日本ゲーム博物館）、丹羽淳也（日本ゲーム博物館） 

福田一史、井上明人（立命館大学） 

 

日本ゲーム博物館は現在、株式会社小牧ハイウェイ企画において新規スペースをオープ

ンするプロジェクトを進めると同時に、所有するアーケードゲームの目録作成を実施して
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いる。 

アーケードゲームの保存状況を確認するとともに、特に今後のゲーム所蔵情報の共有に

資するような目録作成の手法について、議論し、知見を共有することを目的として、日本ゲ

ーム博物館の保有する倉庫を訪問した。 

 目録を家庭用ゲームなどと比べると、アーケードゲームの場合には、タイトルの表記や著

作者表示等について記法の統一・標準化が進んでいない。そのため、アーケードゲーム筐体

に表示されているタイトルと推測される表示や、背面に表示のある特許表示等の文字をど

のように記録していくかについてそのたびに柔軟に判断をしていく必要があることが分か

った。 

 

（2）図書館におけるゲームの利活用イベントの開催実体についてのヒアリング 

日時：平成 30年 11 月 15 日（木） 18：00～20：00 

場所：立命館大学修学館 234 

参加者：高倉暁大氏（ゲームソムリエ）、 

福田一史、井上明人（立命館大学） 

 

 ゲームによる所蔵館連携の先例の一つとして、九州の様々な図書館においてボードゲー

ムのイベントを開催する活動を行っている熊本県の図書館司書である高倉氏が、京都に滞

在される予定があるとのことから、立命館大学衣笠キャンパスにお越しいただき御自身の

活動についてお話いただいた。 

 ボードゲームの利活用は、デジタルゲームのアーカイブやその活用の隣接する領域での

活動であり、高倉氏は今年度に『図書館とゲーム』（日本図書館協会、2018）を共著で出版

しており、この書籍のなかではデジタルゲームとボードゲームが共に論点となっている。 

 高倉氏の現在の活動は、当初から意図していたものではなく、最初に九州の司書グループ

の中で、ボードゲームイベントを開催したところ、司書たちから評判になり、九州各地の図

書館でイベントを依頼されるようになり、現在のような活動につながっていったのだとい

う。 

 図書館において、ボードゲームイベントを開催するに当たって、図書館側としては、「地

域のコミュニティハブとしての図書館の役割」「サードプレイスとしての図書館の役割」と

いった文脈から依頼されることが多いという。図書館に地域の人々を集めるための活動と

してボードゲームイベントの開催が期待され、実際に、その文脈ではボードゲームイベント

はうまく機能をしているとのことである。 

 なお、高倉氏自身の関心としては、地域コミュニティとしての図書館ということだけでは

なく、デジタルゲーム、ボードゲームの保存・収拾や、デジタルゲーム、ボードゲームを通

じて本を読んでもらうということへとつながるような活動としてもゲームイベントを位置

付けたいという意図があるとのことであった。 
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（3）バンダイナムコスタジオ  

日時：平成31年1月17日（木）14：30～ 

対応者：兵藤岳史、宇出津和仁（株式会社バンダイナムコスタジオ） 

聞き手：フロラン・ゴルジュ（Omake Books）、井上明人（立命館大学） 

オブザーバー：吉田敦則（文化庁） 

 

 現在、株式会社バンダイナムコスタジオでは、ナムコにおける黎明期からのゲーム開発

資料の長期保存のためのプロジェクトが行われている。その詳細について伺うことを目的

として下記日程で、担当者へのヒアリングを実施した。（詳細については付録 [2] 参照） 

 

（4）明治大学 ゲーム・アーカイブ状況の視察 

日時：平成 31年 1月 25 日（金） 15：00～17：00 

場所：明治大学府中グラウンド 

応対者：福地健太郎、中川大地（明治大学） 

聞き手：福田一史、井上明人（立命館大学） 

 

 かねてより寄贈予定であった家庭用ゲームソフトが、昨年度より明治大学の敷地内で保

管されることになったとの話を受け、保管しているアーカイブの内容や管理方法について

の視察を行った。 

 現在、ゲームソフトは約 3,000 点の任天堂ハードウェア上で発売されたタイトルであり、

明治大学府中グラウンド構内にある倉庫で保管されている。 

 元が問屋に保管されていたものから寄贈されているため、おおむね未開封と思われる状

態のゲームソフトであり、書誌データの作成のためには極めて有用な状況のものとなって

いる。（下記、図 5-3 参照） 
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図 5-3 明治大学におけるアーカイブ 

 

 また、ゲームソフトウェア以外では外付けコントローラなどのハードウェア、また流通の

際に用いられていた紙資料といったものも同時に保管されており、ゲームの産業史の資料

としては貴重なものと言える。 

 

 

 

図 5-4 明治大学のアーカイブ倉庫 
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 現時点では、まだ直接に明治大学側で管理を開始してからあまり時間が経っておらず、管

理体制には幾つかの課題点も見られた。第一に温度・湿度・換気等の物理的な腐食等を防ぐ

ための環境構築をこれから行っていかなければならないこと。第二に明治大学府中グラウ

ンドはほかのキャンパスと離れているため、日常的に明治大学の人間がアクセスするよう

な状況にはないことである。 

 現状は長期保存のための空間が学内に手配されるまでの間の暫定措置であり、緊急性に

優先度をつけながら、手配を進めていく予定であるという。 

 

5.1.2 国際的なゲーム所蔵館連携体制のための組織化活動 

 

 昨年度までの事業における成果として、ライプツィヒ大学やスタンフォード大学など、既

に複数の主体が、ゲームの所蔵館同士の連携を促すための活動に積極的な取組を進めてお

り、国際的な会議を定期的に開催するルーチンが成立しつつある。この状況をより効果的な

ものにしていくため、各組織と協調して目録の形式標準化、目録で用いられる統制語彙の共

同構築、そしてウェブサイトやグループウェアの構築など、継続的体制作りを進めることで、

緩やかな形での連携を実現していくことを目指している。 

今年度は、海外から日本に研究者を招くことによって、これまでの諸活動で形成したネッ

トワークを活（い）かし、国内の拠点化と国際的な影響力の強化を行うことを目的として、

各国の関係者を京都に招き、ゲーム保存を行う各国の関係者を集めた国際会議「国際デジタ

ルゲーム保存会議」（International Digital Game Preservation）を開催した。 

また、その翌日に、会議の登壇者を主たる参加者として各館の責任者・実務者の参加の下、

目録共有のための手法など、保存を進めていくための具体的・実務的論点についての非公開

会議を併せて開催した。 

今年度は、海外から日本に研究者を招くことによって、これまでの諸活動で形成したネッ

トワークを活かし、国内の拠点化と国際的な影響力の強化を行うことを目的としている。そ

こで、ゲーム保存に関わる各国の関係者を立命館大学に招き、国際会議「国際デジタルゲー

ム保存会議」（International Digital Game Preservation）を開催した。 

具体的には、7月 25日から 28日にイタリアのトリノで開催されるデジタルゲームの国際

会議である DiGRA（Digital Games Research Association） 2018 と、翌 8月の 20 日～22

日にかけてイギリスの The National Videogame Arcade （英国ノッティングガム）で行わ

れるゲーム研究の国際会議「Replaying Japan 2018」において、ゲーム保存に関わる関係者

との人脈構築を図るとともに、各ゲーム所蔵館同士での非公開の会合を実施し、国際会議開

催に当たる調整を行った。 
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（1） 国際会議開催のための打診・調整（於 トリノ大学） 

日時：平成 30年 7月 25 日（水）～28日（土） 

場所：トリノ大学（イタリア） 

調査・調整実施者：福田一史（立命館大学） 

 

 イタリア・トリノのトリノ大学で同時期に開催された、DiGRA 2018 はデジタルゲームの

研究者が多く集まる会議であり、今年度実施予定であった「国際デジタルゲーム保存会議 

2019」に関する参加依頼などの調整のため、現地で調査活動を実施した。 

 当日は、以下の研究者に対して、同会議の内容の説明や参加依頼の打診、並びにその会議

で必要とされるトピックについて議論を行った。 

※氏名・所属のあとの記録は参加打診・議論を実施した日程である。 

 

- Espen Aarseth （IT University of Copenhagen） [7/25, 7/26] 

- Martin Roth （Leipzig University） [7/26, 7/27] 

- Frans M yr  （University of Tampere） [7/27] 

- Mia Consalvo （Concordia University in Montreal） [7/27] 

- Howard Besser （Tisch School of the Arts） [7/27] 

- Peichi Chung （香港中文大学） [7/28] 

- Jing Sun （The Institute for Transcultural Studies） [7/26] 

- Hanna Wirman （The Hong Kong Polytechnic University） [7/27, 7/28] 

- Kieran Nolan （Trinity College） [7/26, 7/27] 

- ブリュックナー・ステファン （慶應義塾大学） [7/26] 

- Joshua D. Savage （Maynooth University） [7/27] 

- Celia Pearce （Northeastern University） [7/27] 

- 藤原正仁 （専修大学） [7/26, 7/27]  

- 三上浩司 （東京工科大学） [7/25, 7/28] 

- 古市昌和 （日本大学） [7/25] 

- 天野圭二 （星城大学） [7/26, 7/27] 

 

 会場に世界各国から集まった参加者は、主にゲーム学及びデジタルゲームを対象とした

各研究分野の研究者で構成される。議論の主要な対象は、デジタルゲームのアーカイブやそ

の利活用についてである。 

ここでの議論では、デジタルゲームの研究者とアーカイブ・図書館情報学の研究者の間に、

専門性という観点から隔たりがあることが判明した。人的な交流が十分でなく、それぞれの

知識とニーズにミスマッチが生じているというべき状況であった。具体的には、1） ゲーム

研究者にとってもゲームの目録に対する情報要求（直近の課題解決のための情報を求める
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こと）と、2） メタデータの専門家による専門知、のギャップである。これらの隔たりを解

消すること、またそのための継続的な枠組みに関わる議論の必要性は、国際デジタルゲーム

保存会議の基礎コンセプトの着想に強く影響した。また、参加者との議論が、結果的に同会

議への参加打診につながり、Espen Aarseth 氏及び Martin Roth 氏が登壇者として、また藤

原正仁氏が参加者として関わってくれたことで、議論の活性化につながった。 

さらに、個別の論点としては、各地のゲームを対象とした研究センターなど、デジタルゲ

ームの研究拠点に所属する Espen Aarseth 氏、Frans Mäyrä 氏、Mia Consalvo 氏らと、

今後のコンソーシアム構築・ネットワーク強化の可能性について議論した。立命館大学ゲー

ム研究センターもそうであるが、各地の研究センターには、世界中から Ph.D Candidate な

どのゲーム研究者が訪問・滞在し、ネットワークのハブとなっていること、またそこでのゲ

ーム保存の重要性などが論点となった。Kieran Nolan 氏は、エミュレーションやマイグレ

ーションという観点から、デジタルゲーム保存に関わる活動を進めており、Nolan 氏とは、

メディア芸術データベースなどを介した連携可能性について意見交換を行った。 

 

（2） デジタルゲーム保存のためのミーティング 

平成 30 年 8 月 20 日 19：00 より 2 時間ほど英国ノッティンガムにおいて国際カンファ

レンスの開催にかかる調整や、各ゲーム所蔵館の連携のための話合いが行われた。なお、こ

こでは議長をスタンフォード大学の Henry Lowood 氏に依頼した。 

 

日時：平成 30年 8月 20 日（月）19：00～21：00 

場所：ナショナル・ビデオゲーム・アーケード（ノッティンガム） 

参加者： 

中村彰憲, 細井浩一, 福田一史, 井上明人, 毛利仁美（立命館大学） 

James Newman（Bath Spa University） 

Ian Simon（National Videogame Arcade） 

Martin Roth（University of Leipzig） 

Henry Lowood （Stanford University）（議長） 

Geoffrey Rockwell （Albarta University） 

Jon-Paul Dyson （Strong Museum of Play） 

 

まず、各所蔵館の担当者から、短くこの一年の進捗について紹介があった上で、各館の

間で相互に協力を必要としている点について議論を行った。 

 ドイツのライプツィヒ大学からは、昨年度に複数回行われた国際会議のうち、特に平成

29 年 9 月にライプツィヒで行われた会議と、平成 30 年 2 月にスタンフォードで行われた

国際会議での議論を受けて、「国際ビデオゲーム・データネットワーク」（IVDN：

International Videogame Data Network）のウェブサイトが立ち上げたことが報告され
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た。このウェブサイトは、ベルリンのコンピュータ遊戯博物館、フィンランドの王立図書

館、ワシントン大学のゲーム研究グループ（Gamer Group）、立命館大学、スタンフォード

大学、ストロング遊戯博物館、ライプツィヒ大学のそれぞれの活動をつなぐことを目的と

して、運用していくことを企図している。このウェブサイトからは、MLの登録もできるよ

うになっており、ML への登録と、コンテンツへの協力を相互に行っていきたい旨が話され

た。 

 イギリスのナショナル・ビデオゲーム・アーケードから、来月（平成 30年 9 月）に一度

閉館し、シェフィールド（Sheffield）に再オープン予定であり、現在移転作業の最中であ

るという話があった。また、セガの開発しているゲーム『Football Manager』シリーズに

ついての展示を予定しているという。 

 立命館からは、第一にワシントン大学などと協同で日本語と英語のメタデータについて

の語彙をどのように統制していくかといった点について議論していることが紹介された上

で、開催予定の国際会議（国際デジタルゲーム保存会議）への参加打診等を行い、スケジ

ュール等の調整次第では、参加をお願いするよう依頼した。 

 また、今後、長期的にアーカイブの貸し借りなどをどのように実施していけば良いのか

についても議論が行われた。契約をどのようにするのか、破損をどのように防ぐか、温湿

度管理をどのようにするのか、保険はかけられるのかといった様々な論点があることがま

ず確認された。その上で、現時点では前例があまりなく今後お互いに議論しつつ、何かし

らのアクションを行っていく必要があることが確認された。 
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（3） 三組織（バススパ大学、National Videogame Arcade、立命館ゲーム研究セン

ター）連携ミーティング 

 平成 30年 8月 22 日の 17 時から、National Videogame Arcade の運営者である Ian 

Simon 氏と、James Newman 氏との間でミーティングを行った。また、James Newman 氏は、

National Videogame Arcade に関わると同時に、バススパ大学でゲーム研究を本職として

おり、3組織間の連携を図る会議と位置付けている。本会議は連携共同事業の事業外の会

議であるが、そこでの成果は本事業で継続して行ってきた国際連携によって導かれたため

記載する。日時等は下記のとおりである。 

 

日時：平成 30年 8月 22 日（水） 17：00～18：30 

場所：Cafe Nero coffee shop on King Street, ノッティンガム（イギリス） 

参加者： 

中村彰憲, 細井浩一, 福田一史, 井上明人, 毛利仁美（立命館大学） 

James Newman（Bath Spa University） 

Ian Simon（National Videogame Arcade） 

 

 James 氏と Ian 氏については 1月に予定している国際カンファレンスへの参加は、残念

ながら時期的な調整がつかないとのことであったが、今後の連携に向けて協同でプロジェ

クトを実施していく旨が話し合われた。 

 決定事項としては、英国内における英日連携促進のためのプロジェクトの一貫としてゲ

ーム保存のためのフィージビリティスタディーズを今後、協同で実施していく旨が合意さ

れた。 

 より具体的には、今後、日英共同でゲームの展示などを行う場合に、実際にどのぐらい

の費用がかかるかを検討し、フィージビリティ・スタディを行うことを目的としている。

そのため、平成 31年の 8月には実際にイギリスから幾つかの現物資料を日本に運び、その

費用を確認するなど、幾つかのフィージビリティスタディーズを同時に実施していく。 

 立命館大学側で平成 31年 8 月に企画している展示企画と絡める形でこの企画を実施し、

“Preservation from Action”というコンセプトでプロジェクトをとりまとめていく旨が

合意された。 

 RCGS 側での活動実績を改めてイギリス側のチームと共有し、このプロジェクトはイギリ

ス側としても「ESRC-AHRC UK-Japan SSH Connections grants」と呼ばれる補助金プログラ

ムの申請を行い、活動を具体化していく。（※補足：平成 30年 12 月にこの申請はイギリス

側で採択された） 
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5.1.2.1 ゲーム保存に係る国際カンファレンスの開催： 

 

前述のとおり、海外から日本に研究者を招くことによって、これまでの諸活動で形成した

ネットワークを活かし、国内の拠点化と国際的な影響力の強化を行うことを目的として、各

国の関係者を京都に招き、平成 31年 1月に、ゲームの保存に対して、利活用という側面か

らどのような点が問題になるのかを明らかにするというテーマの下、ゲーム保存を行う各

国の関係者を集めた国際会議「国際デジタルゲーム保存会議」（International Digital Game 

Preservation）を開催した。 

カンファレンスは一般公開で行われる初日のものと、非公開で関係者のみを集めた実務

的なグループごとでのディスカッションの 2日間に分けられる。 

初日については、約 50名が参加し、2日目については 15 名ほどが参加した。 

 下記に、その概要を記す。 

 

（1） 「国際デジタルゲーム保存会議 2019」初日（公開日） 

日時： 平成 31年 1月 7日（月） 10：00～17：00 

場所：立命館大学衣笠キャンパス 創思館 1Fホール 

 

「ゲームからタイトルへ、そしてその逆へ ： ゲームオブジェクトの流動的オントロジー 」 

Espen Aarseth 

 

エスペン・オーセット氏（Espen Aarseth）はコペンハーゲンIT大学において、Game Studies

の教授であり、コンピュータ・ゲーム研究所のセンター長を勤めている。エスペン氏の報告

はパウエル氏（Pawel Grabarczyk）との共同研究で作られた三つのキー概念：「メタ・オン

トロジカル・アプローチ」「ウルトラ・ゲーム」「遊びの集注（the ludo-variorum）」を中心

に展開された。 

第一の、メタ・オントロジカル・アプローチは様々なゲームの概念間の橋渡しを行うこと

を目的としている。このアプローチは、単一のゲームの多数のバージョン間の正確な区分を

表すのに有用であるという。例えば、ゲームの様々なプラットフォームごとのバージョンや、

リメイク（“デ・メイク”2を含む）、ロムの改造などの違いを示すのには、メタ・オントロジ

カル・アプローチは有効であると述べる3。 

第二のウルトラ・ゲームやインフラ・ゲームに関する概念も、ゲームの同一性をめぐる論

点である。ゲームの「タイトル」は、ゲームが商品として流通される場合に識別されるもの

                                                   
2 クオリティを低下させて作り直すことをさすが、この文脈ではゲームを、2D のレトロ調のスタイルに

するなど、古いタイプの様式に変換することを指す。 
3 詳細は Espen Aarseth&Grabarczyk Paweł(2018),"An Ontological Meta-Model for Game Research", 

DiGRA 2018 Proceedings 
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として機能しているが、内容の同一性を示すものではない。内容の実質的・主観的な理解と

しての同一性を示す概念としては「ゲーム」という語彙を当てるのが適当ではないか、とエ

スペン氏は述べる。そして、インフラ・ゲームや、ウルトラ・ゲームはいわゆるゲーム・ジ

ャンルと呼ばれているような概念に近いが、インフラ・ゲームはより基盤的・基礎的な行為

を指すのに対して、ウルトラ・ゲームはそれら（インフラ・ゲーム）の複合的な行為の束と

して概念化されるものである。 

第三の「遊びの集注版（the ludo-variorum）」の概念は、ゲームによってプレイヤーに提

供されるゲームそれ自体ではなく周囲の環境やゲームによって発生するコミュニケーショ

ンなど、ときに無限の可能性をどう表現するかということを意味する概念である。遊びの集

注版をゲーム研究者たちがいかに保存し、アクセス可能にするかということは、ゲーム保存

に取り組むコミュニティにとって極めて重要な課題であるという 

 

 

図 5-5 Espen Aarseth 氏 

 

「ゲーム・アーカイブ開発を目的としたゲームのモデル化   ゲームメタデータのいくつか

の側面について」 

杉本重雄 

 

筑波大学図書館情報メディア研究科の教授の杉本重雄氏は、デジタルアーカイブやメタ

データに関わる理論と技術面からゲームのアーカイブや保存に関連する話題を述べた。発

表の中で特に強調されたことの一つは、インターネット環境におけるメタデータをリンク

していくことの重要性である。メタデータが LOD として機能し、相互にリンクされていけ

ば、それは非常に多層化された豊かな資源になっていくことが期待される。 

また、デジタル資源の長期利用やデジタル保存を鳥瞰（ちょうかん）するためのモデルに
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ついても説明がなされた。 

発表では、アーカイブされた資料自体だけでなくメタデータ基盤の長期保存の重要性に

ついても言及された。 

 

 

図 5-6 杉本重雄氏 

 

「オーラル・ヒストリー・プロジェクトのための国際的協力の必要性」 

フロラン・ゴルジュ（Florent Gorges） 

 

 フロラン・ゴルジュ氏はゲームのジャーナリスト兼ビデオゲームの歴史研究者である。フ

ロラン氏の活動の原点の一つとなっているのが、横井軍平へのインタビューを行った牧野

武文『横井軍平ゲーム館』（1997、アスキー）である。もしこのインタビューが行われてい

なければ、横井軍平の優れた知見は、外に出ることなく埋もれたままだった。横井軍平は、

既に他界しているが、現時点ではビデオゲーム史上において重要な役割を果たした人物た

ちは存命であり、彼らが生きているうちに聞き取り調査を進めていくことが極めて重要で

あるという。 

 このためには、組織を横断するような協業が必要であり、フロラン氏自身が実践してきた

数々の聞き取り調査や、立命館大学や一橋大学で実施されているオーラル・ヒストリー調査

（平成 28、29 年度メディア芸術連携共同事業で実施。一橋大学機関レポジトリで全文公開

中4）とも協力していくことで、より多面的な見解が得られるとともに、ビデオゲームの歴

                                                   
4 http://pubs.iir.hit-u.ac.jp/admin/ja/pdfs/index?lid%5B%5D=52 （2019 年 2 月 7 日閲

覧） 
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史についてもより良い理解が得られる可能性がある。 

 また、フロラン氏は、インタビューを実施するための共有プロトコル及び作成されたデー

タを収集して整理し、専門の研究者又は一般の人々が、簡単にアクセスできるようにするた

めのインタフェースを検討していく必要性についても言及した。 

 

「ゲーム開発に必要なゲーム・アーカイブ」 

三宅陽一郎 

 

三宅陽一郎氏は、株式会社スクウェア・エニックスに所属するAI研究者であると同時に、

日本デジタルゲーム学会を通して、ゲームのオーラル・ヒストリー収集のための活動にも関

わっている。三宅氏の発表は、四つの内容で構成されていた。 

 第一に、日本デジタルゲーム学会（DiGRA Japan）が主導で進めているオーラル・ヒス

トリー・プロジェクトについて説明した。 

 第二に、ゲーム保存には二つの流れがあるとして、ゲームの歴史とゲーム開発の歴史とい

う二つの観点から、関連書籍及び非公式なオフソース、学会の例などを引き合いに出して説

明された。ゲーム開発情報全体が有機的に保存されていないこと、そしてそれに伴って全体

像の把握が困難になっていることが課題として挙げられた。 

 第三に、個人史を引き合いに出して、ゲーム技術に特化したオーラル・ヒストリー調査の

特徴や、ゲーム開発の歴史とゲームの歴史の再構築をしていくことの重要性について述べ

られた。 

 第四に、問題点と今後の課題は、オーラル・ヒストリーの収集が急務であるということ、

オーラル・ヒストリーの形式が統一されていないため、統一に向けて協調する必要があると

いうこと、ゲーム開発の歴史の構成において、開発者本人以外に、開発会社やアカデミック

との協調も必要だということの三点が、三宅氏の発表で提案された。 

 

図 5-7 三宅陽一郎氏 
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「データ中心のゲーム研究インフラストラクチャー：「Data-based infrastructure for 

global game research （diggr）」のアプローチ」 

Martin Roth 

Martin Roth 氏は、ライプツィヒ大学にて、日本研究・ゲーム研究を行っている研究者で

ある。Roth 氏からは、日本のゲーム保存・学術利用とそれに伴ったプロジェクト“diggr

（Data-based infrastructure for global game research：データ中心のゲーム研究インフラ

ストラクチャー）”の紹介が行われた。 

このプロジェクトはライプツィヒ大学の研究者、大学院生、そして図書館のスタッフが協

同で行っているプロジェクトであり、多様なデータをつなぎ合わせ、それを研究者に提供し、

またそれを使ったゲーム研究を行っていくことを目的としている。 

 具体的に行っていることの一つは、メディア芸術データベース（開発版）のゲーム分野の

データ、Mobygames、OGDB, GamesFAQs のデータセットを接続する試みを行っており、

これはある程度まで成功を収めつつある。90％以上の精度の名寄せを行うことは難しいた

め、自動的なデータリンクが完璧になされているわけではないが、学内的には既に試験的に

四つのデータベースを接続したウェブシステムを構築しており、部分的には有用であると

いう感触を得ている。 

また、この仕組みを構築するためのデータモデルについても独自に設計しており、その概

要についても紹介がなされた。このほかにプラットフォームのマッピングプロジェクトや

Wikidata を用いたプロジェクトなど、多面的な取組をライプツィヒ大学では行っていると

いう。 

 

図 5-8 Martin Roth 氏 
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「Wikidata / Wikibase を我々の解決策の一部とすべきか？」 

ピーター・チャン（Peter Chan） 

 

ピーター・チャン氏は、スタンフォード大学図書館のデジタルアーキビストである。 

スタンフォードでは、5,000 タイトル強のゲームタイトルが保管されているほか、特別な

コレクションとして、Stephen M. Cabrinety コレクションには 15,000 以上のパッケージ

に入ったソフト、27 もの OS、4,000 個ほどのコンピュータ関連のハード、その他各種ド

キュメントや雑誌などが所蔵されているという。 

彼はまず、1980 年代の 8 インチフロッピーディスクの事例から話し始め、物理的遺物の

保存の際に複合的な論点が生じることを示した。その例として、スタンフォード大学図書館

のデジタル資料のコレクションでは、ソフトウェアのコピー作成、エミュレータの作成、ボ

ーンデジタルなアーカイブなどの様々なメソッドが論点となることを示した。そして、公的

なアクセシビリティの問題についても概説した。 

その上で、解決策の一つとしてウィキデータとウィキベースを使用する可能性を議論し、

これらのサービスの構造とその利点、そしてそれらが提示する問題を詳細に説明した。 

 

 

図 5-9 Peter Chan 氏 

 

「ビデオゲーム黎明期の開発資料を紐解く－ナムコ開発資料のアーカイブ化とその活用－」 

兵藤 岳史、岸本好弘 

 

 発表者である兵藤岳史氏と岸本好弘氏は 1980 年代前半にナムコに入社して以来、数々の

ゲームの開発に従事してきた、長年の経験を持つゲームの開発者である。彼らは、2015 年
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からバンダイナムコスタジオにおいてゲーム開発資料の保存に関わるようになった。 

 バンダイナムコスタジオが現在保有する資料は、かつてナムコが開発してきたゲームの

開発段階の企画書、仕様書、参考写真、さらにはアイデアコンテストや他社のゲームパンフ

レットに至るまで、多様なドキュメント群である。その中には、『パックマン』や『ゼビウ

ス』などのタイトルも含まれており、極めて重要な文化的価値を持つ資料であると言える。 

 こうした歴史的価値を持つ資料でありながらも、社内においてはこれらの資料を積極的

に保存しようとする意思決定は行われてこなかった。社内で、これらの資料を残す価値があ

るものとして位置付けられるまでには兵藤氏の努力があったという。近年、整理されてこな

かった資料を改めて整理しなおし、管理できる体制を構築してきている。現在これらを活用

するための道筋については検討中であるが、過去のアイデアからの再発見をして新しいプ

ロジェクトのために活かすなど社内での活用なども考えているという。 

 

 

図 5-10 兵藤氏（左）と、岸本氏（右） 

 

「データベース連携のためのゲームのメタデータモデル設計 

-メディア芸術データベース・RCGS 目録情報整備の経験から」 

三原鉄也 

 

本発表では、発表者である三原氏が参画するマンガのメタデータプロジェクトとメディ

ア芸術データベースの開発状況について解説された。メディア芸術データベースはマンガ、

アニメーション、ゲーム、メディア・アートの作品に関わる情報や所蔵情報を整備するもの

である。ただし、今後はゲームと他メディア（マンガやアニメ）との関連付けに関する記述

の在り方の議論やデータ作成手法の構築が重要な課題の一つであるという。 

これを具体的に実装していくためには、ゲームに関する書誌情報についての利用者の要

求とデータモデルについて詳しく論じていく必要がある。とりわけメディア間のリンクを

構築していくためには、Linked Open Data （LOD） をはじめとした Web 上のデータ連
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携のための標準・仕組みを用いていくことが重要である。差し当たっては、書誌レコードの

概念モデルとして幅広く使われている FRBR などを参照しつつ議論を進めてきているが、

既存の書誌のためのデータモデルでは、それぞれのメディアの特徴に即した検索要求とメ

ディア間の関連する記述は、どちらも十分ではない。そこでメディア芸術データベースのタ

スクチームでは、現在、他メディアとの連携を念頭に置いたデータモデルの構築を独自に進

めている。 

また、三原氏が進めている、DBpedia を用いたメディアの連携のためのデータの機械的

な作成に関する研究が紹介されたあと、今後の課題として、識別子、統制語彙、データの作

成やメンテナンスにおける問題などが指摘された。 

 

  

図 5-11 三原氏 

 

「ゲーム目録作成の要件に関する検討」 

福田一史 

 

 ビデオゲームのデータの特性を明らかにするために、目録作成に関わる要件について発

表を行った。1998 年から立命館大学内において細井浩一教授が主導する形で GAP（ゲー

ム・アーカイブ・プロジェクト）がスタートし、平成 23 年 4 月にはゲーム研究センターが

設立され、その後ゲームのデータベース化の事業にも関わるようになった。発表者である福

田氏は現在、平成 27 年に公開された文化庁のメディア芸術データベース（開発版）、平成

29 年に公開された RCGS-OPAC の二つのデータベースに携わっている。立命館大学ゲーム

研究センターには、ゲームソフトウェアが約 10,000 件、デバイス約 180 件、雑誌や図書な

どが約 4,000 件所蔵されている。 

 ビデオゲームの目録作成のための標準的なメタデータモデルは存在しないため、関係者

間で議論をしていく必要がある。ゲームのメタデータの観点から、その特性に注目した先行

研究は多くはないが、図書館情報学などで議論されているデータモデル一般に関する研究

は幾つか挙げることができる。例えば FRBR モデルなどを参考にデータモデルを作成して
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いくことは、国際的な基準作りという点から有効であると考えられる。 

 この観点に基づき、今後のメディア芸術データベースへの実装を検討しているメタデー

タモデルのための要件が説明された。具体的な要件として、記述対象、タイトル、注記、オ

ンラインリソース、オンラインリソースへの対応、プラットフォームとデバイス、ミドルウ

ェアとゲームエンジン、コンテンツレーティング、ソフトウェアバージョン、シリーズコン

ピレーションなどが対象に挙げられた。そして、これらの要件の下、ビデオゲームのメタデ

ータモデル作成に向けた議論が展開された。 

 結論では、図書館情報学などで用いられている国際的な標準モデルに則（のっと）りなが

ら、ビデオゲームを記述することはおおむね可能ではあるが、ビデオゲームの資料特性に基

づきモデルを解釈、適用させていく必要があることが述べられた。また、そのモデルで必要

とされる統制語彙や典拠ファイルの構築の必要性が議論された。 

 

 以上が、一般公開された初日の国際カンファレンスの概要である。次に、2 日目に実施し

たグループディスカッションの概要を記す。 

 

（2） 「国際デジタルゲーム保存会議 2019」2 日目（非公開日）：デジタルゲーム保存につ

いてのグループディスカッション 

日時：平成 31年 1月 8日（火）10：00～16：00 

場所：立命館大学 衣笠キャンパス アート・リサーチセンター 

 

 2 日目のディスカッションでは、まず初日の各発表を受けて、関係者の間で重要なトピッ

クの共有が確認された。 

 

図 5-12 最初に挙げられた論点のリスト 
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 この論点を元に三つのグループ分けがなされた。第一は、データベースやデータベースの

設計に関わる概念分類に関わるグループ、第二は、オーラル・ヒストリー調査に関わるグル

ープ、第三は、資料の物理的保存に関するグループである。 

 各自の希望を元にグループ分けがなされ、各グループにおいては単に議論を行うだけで

はなく、具体的に次につながる実行プランを作ることを目的に半日ほど費やして議論を行

うこととなった。 

三つの各グループは、半日後に一つに集まり、全員を交えた場で議論の内容を報告し、次

回に向けた実行プランを確認した上で、2日目の議論は終了となった。 

下記は、各グループ内で話し合われた内容の概略である。 

 

＜オントロジー、データベースについてのワーキング・グループ＞ 

 

オントロジーやデータベースに関わるワーキング・グループでは、以下の二つの論点を軸

に議論が行われた。 

まず一つ目は、データに関する論点である。データの質を向上させるためには、どのよう

にアプローチすべきかとの方向性を中心に意見交換が行われた。特に、研究者、学生、図書

館司書、科学者などがデータの共有者であるため、それぞれ異なる立場の人が満足できるモ

デル（システム）を構築し、各メンバーの所属機関が保有しているデータをどのように連携

するかについての議論が交わされた。これらの内容については、Wikidata と Wikibase の

モデルが紹介された。加えて、データにおける国際的標準を設けること（universal 

standards）の必要性についても議論された。 

次に二つ目は、ネットワークの構成の論点である。本カンファレンスを契機に、今後の進

め方に直接関わる内容が議論された。具体的な内容として、以下の内容が提起された。 

データベース関連の専門家やゲーム研究に関わる研究者（あるいは、研究グループ）、プレ

イヤーグループなどの多様なメンバーに議論の参加を促す際の要件について話し合われた。 

また、運用体制やその持続性（予算など）の問題についても話合いが行われた。ネットワー

クの用途については、スカイプミーティングだけでなく、定期的なミーティングを介して情

報交換 （共同執筆、イベントなどを推進）もできるといったことを中心に話し合われた。 

今後の課題として、共通の目的を明らかにすることも議題に上がった。グループ A のメ

ンバー（5 名）はそれぞれの案を提示し、確定させることにした。そのほかにも、DiGRA 

2019 ではパネルを企画し、共同発表するなどといった計画についても話し合われた。 

 

＜オーラル・ヒストリーについてのワーキング・グループ＞ 

 

 オーラル・ヒストリーのプロジェクトは、様々な主体によって分散的に行われている。多

面的な関心から調査が行われるという意味では良いが、他方で、同じ有名人に何度も聞き取
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りが行われているなどといった非効率な状況がある。できる限り系統的にオーラル・ヒスト

リーの事業を推し進めていくことが重要である。この解決に向けて、複数のオーラル・ヒス

トリーのプロジェクト間での情報共有をしていくことが望ましいということで合意された。 

 より具体的には、今後のインタビューの予定、現状の不足している情報、調査を既に行っ

た対象者の共有などを図っていくために ML を作成した。データの共有化は、速やかに実

現可能であることから、その場で会議参加者向けに ML が作成された。 

 また今後の発展的なアクションについても幾つか議論がなされた。 

 第一に、ゲームの歴史上で重要な役割を果たした人物がいるはずであるが、それを具体的

に誰が果たしたのかが分からないようなブラックボックスになっている。このようなケー

スを対処するために、情報提供依頼リストの作成を行うことが重要であるという問題意識

も共有された。今後、こうしたリストの作成、活用に向けて活動していくことが重要である

ことが合意された。 

 第二に、各ゲーム企業の広報部門等によるチェックが日本国内では厳しい傾向にある。と

りわけ大きな問題は、既に実施したインタビューのうちの幾つかが、各ゲーム企業の許可が

出ないという理由で死蔵されている点である。こういった「死蔵」の問題をどのように考え

るかについては、今後の重要な論点であり、差し当たっては、何が死蔵されているのかとい

う情報だけでも共有したいということが話し合われた。 

 第三に、インタビューのプロトコルの策定である。現在、立命館大学と一橋大学が共同で

行っているような文字だけをベースにしたフォーマットと、フロラン氏が行っているよう

な豊富な図版を用いたフォーマットなど、多様な形式がある。インタビュイーには、実施す

るインタビューがどのような成果物となるかについて簡単にイメージを共有できるような

ものがあることが望ましく、そのための基本プロトコルなどがあると良いといったことが

話し合われた。  

 そのほか、幾つかの課題点も確認された。一例を挙げると、オーラル・ヒストリーの事実

確認プロセスについては、幾つかの方向性の異なる議論が見られた。インタビュイーに事実

を確認してもらいながら、進捗を進める場合に複数の関係者間での記憶のすり合わせを行

うことで、そのこと自体が事後的な記憶の修正を促してしまう可能性もある。物理的なエビ

デンスや、公開されている明らかな事実（発売日情報など）による事実確認は必要だが、ど

こまでが当事者間での合意形成に該当するのかについては、関係者間で議論が分かれた。 

 

＜物理保存についてのワーキング・グループ＞ 

 

ゲーム関連資料の恒常的な保存を目指すに当たっては、各国各地域で試みられている民

間でのゲーム保存事業の試みについて着目する必要がある。これまでゲームのアーカイブ

事業を担ってきたと言える組織は、ゲーム産業・学術・行政等が主導したものは少なく、

私立や私設などゲーム産業外の民間事業が占めている。今後、ゲーム産業・学術・行政の
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それぞれがゲーム保存のプロジェクトを推進していくにせよ、これら民間での試みがどの

ように保存事業の持続性を高めて行ったのか、保存に当たってどのような技術的課題を克

服してきたのかなどをサーベイし、活用してゆく必要があることが確認された。 

その上で、ゲーム産業・学術・行政・私設（民間）による各ゲーム保存機関が取り組む

べき将来的な課題について幾つかの検討が行われた。まず産業側の取組については、ゲー

ム企業が内部で持っているゲーム関連資料や作品アーカイブ等がどの程度存在するのかに

ついて、実態調査することができないかという提案がされた。また、ゲーム企業の保持す

る資料の中には、販売促進部門で用いられるキャラクターぬいぐるみや関連コンテンツの

コスプレ衣装等もあり、これら周辺資料をどの程度保存すべきかについても判断が必要に

なるとの指摘があった。これらの論点は、産業資料、産業遺産としてのゲームの資料化に

関わる論点であり、学術機関によるゲーム資料の保存研究、実践においてはまだ正面から

議論されてこなかったテーマである。 

また知的所有権（IP）の関わるゲーム関連資料を所蔵していく場合、様々な目的での企

画展示等に活用していくことが当然あり得るが、その際の権利処理について産業界との単

一の窓口の必要性があることなど、産業界と所蔵組織との間で構築していくべき関係性に

ついて整理していくことが重要であると確認された。 

そして最後に、これらの調査や議論は、ゲーム企業等にとって価値のないものとして

日々捨て去られてゆく物理資料・データ資料をできるだけ保存していけるように、できる

限り迅速に遂行していく必要があることが確認、共有された。 

 

5.1.2.2 海外のゲーム所蔵状況調査 

 

 海外のゲーム所蔵状況の調査についても、国内の所蔵状況調査と同様に、所蔵館連携を進

めるための基盤調査と位置付けられるものであるが、先述のとおり今年度は各国の関係者

を国内に招いて実施したため、過年度まで実施してきた海外のゲーム所蔵状況調査は、行わ

なかった。 

 国立科学メディア博物館（National Science and Media Museum／イギリス）、コンピュー

タ歴史博物館（Computer History Museum／アメリカ合衆国）などについて当初、訪問する

ことを予定していたが、改めて事前調査を行ったところ、事前調査のレベルでは十分なゲー

ムのアーカイブの存在が確認できなかったため、これらの実施については断念した。 

 なお、当初予定していた、スタンフォード大学図書館（Stanford University Libraries

／アメリカ合衆国）についてはアーカイブ担当者である、ピーター・チャン氏を国際カンフ

ァレンスに招き、詳細を伺った（内容については、前項 5.1.2.1 を参照）。 

 次年度以後、新規に調査を実施すべき所蔵館ができればまた改めて実施していくことを

検討したい。 
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5.2 ゲーム所蔵館連携に係る調査 

 

ゲームの所蔵館の連携を行っていくとともに、構築しつつあるゲーム・アーカイブを、実

際にどのような形で効果的に利活用を目指していくことができるのかを調査・検討してい

くための各種施策を実施した。 

ゲーム・アーカイブの利活用の仕方は様々だが、博物館・美術館等での展示、訴訟におけ

る活用などといった点では現時点で既に、過去のゲーム資料が活用されている。では、実際

にこれらがどのように活用されているのか。今年度に展示されたゲームに関する展覧会の

調査を行うとともに、訴訟におけるゲーム資料の位置付けについて検討した。 

また、調査事業として、どこの所蔵館にどの資料がどれだけあるのか、といったことを確

認していくゲーム資料の目録の相互紐付けと、その紐付けを行った目録データに基づいた

アーカイブ状況の可視化を、継続的に実施している。これは、本事業の基幹となる施策の一

部であり、これについても作業手順の再検討などを行いつつより効率的・持続的な方法論の

構築を目指し、目録の紐付けを実施した。 

下記に実施内容の詳細を記す。 

 

5.2.1 著作権調査 

 

5.2.1.1 はじめに：訴訟における証拠としてのゲーム 

 ビデオゲームが著作権の保護対象となることは、昭和 50 年代以来、様々な裁判例におい

て肯定されてきている。ただし、これらの例の多くはいわゆる海賊版が問題となった例5で

あり、そうでないものも既存のゲームソフトの複製物（権利者自身が販売したもの）をその

まま流通させる行為6や、既存のゲームの内容を改変するツールやプログラムの提供行為7な

どであった。ところが近年、先発のゲームを開発した企業が後発の類似のゲームを開発した

企業に対して著作権侵害を主張するという構図の訴訟が見られるようになってきている8。

後述の 2 件の訴訟がそれである。 

 以下で詳しく述べるように、このような構図の訴訟においては過去の類似ゲームに関す

る証拠を収集することが重要となるが、一般にこのような作業には困難がつきまとう。本来

あるはずの証拠が発見できなかった場合、そのような証拠があれば著作権侵害を否定でき

たにもかかわらず、発見できなかったがために侵害が肯定され、後発ゲームの販売や配信が

                                                   
5 東京地判昭 57・12・6 判時 1060 号 18 頁、横浜地判昭 58・3・30 判時 1081 号 125 頁、東京地判昭

59・9・28 無体裁集 16 巻 3 号 676 頁など。 
6 最判平 14・4・25 民集 56 巻 4 号 808 頁。 
7 東京高判平 11・3・18 判時 1684 号 112 頁、最判平 13・2・13 民集 55 巻 1 号 87 頁、東京高判平 16・

3・31 判時 1864 号 158 頁。 
8 このことを指摘するものとして、泉克幸「ソーシャルネットワーキングサービスゲームと著作権侵害― 

プロ野球ドリームナイン事件 ―」京女法学 9 号 151-152 頁（平成 28 年）。 
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停止されるということも起こり得る。本来自由に製作・公表できるはずであったゲームが、

証拠収集の困難さのために販売停止に追い込まれるのは社会的にも望ましいことではない

であろう。このような事態を回避するため、ゲームのアーカイブを活用できるとすれば、具

体的にはどのようなことが必要であろうか。 

 そこで、今年度は、実際に著作権侵害訴訟となり、判決にまで至った 2 件の裁判例の調

査、著作権やゲームに関する文献調査、及び知的財産訴訟の経験が豊富な複数の弁護士への

ヒアリング調査9を行い、過去のゲームが証拠としてどのような形で扱われてきたかについ

て整理した。 

 また、今回扱われた事例はいずれももともとの物理的な保存対象を持たない、ボーンデジ

タルな携帯電話機用のインターネット・ゲームを事例としている。これは、本事業の目的と

しているゲームソフトのアーカイブの利活用の在り方としては、既存の家庭用ゲームなど

のアーカイブよりもさらに先進的な事例を扱っており、今後の収集の在り方ということを

考える上で重要な事例であると位置付けられる。 

 下記に、その詳細を述べる。 

 

5.2.1.2 著作権侵害訴訟 

（1）著作権侵害の判断基準 

 類似ゲームが問題となる訴訟において関連する著作権は、翻案権（著作権法 27 条）であ

る。翻案とは、判例によれば、「既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴

の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を

創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を

直接感得することのできる別の著作物を創作する行為」である10。そして、「思想、感情若し

くはアイデア、事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない

部分において既存の言語の著作物と同一性を有するにすぎない著作物を創作する行為は、

既存の著作物の翻案に当たらない」とされる。 

 この後段の部分は、先行著作物と後発著作物に共通する部分があったとしても、そのよう

な部分が創作的表現部分でない場合には、著作権侵害とならない旨を述べたものである。創

作的でない表現には、特定の思想（アイデア）に基づくと変更の余地がないような表現11と、

ありふれた表現12との二つの類型がある。実務上問題となることが多いのは後者であり、後

述の裁判例においてもこの点が問題となっている。 

 

                                                   
9 ヒアリング調査は平成 30 年 12 月 21 日に行った。弁護士名や所属については匿名とする。 
10 最判平 13・6・28 民集 55 巻 4 号 837 頁。より正確には、この判例が示したのは「言語の著作物」の

翻案の定義であるが、その後の下級審裁判例は、本報告で後述するものも含め、この定義を言語の著作物

以外の著作物の翻案の定義にも当てはめている。例えば、音楽著作物の編曲にこの定義を当てはめたもの

として、東京高判平 14・9・6 判時 1794 号 3 頁。 
11 東京地判平 6・4・25 判時 1509 号 130 頁。 
12 知財高判平 22・7・14 判時 2100 号 134 頁など。 
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（2）ゲーム訴訟 

 以下では、類似ゲームが実際に問題となった事件 2 件を紹介し、過去のゲームが証拠と

してどのように扱われてきたかを見ていく。 

 

（i）『釣りゲータウン 2』事件 

 『釣りゲータウン 2』事件は、携帯電話機用インターネット・ゲームソフト『釣り☆スタ』

（以下、「X ゲーム」とする）を製作しインターネット配信している X が、同じく携帯電話

機用インターネット・ゲームソフト『釣りゲータウン 2』（以下、「Y ゲーム」とする）を製

作・配信している Y らに対して、著作権侵害等を根拠に、Y ゲームの公衆送信の差止め等

を請求した事件である。第一審判決13は、下記「魚の引き寄せ画面」に関して翻案権侵害を

肯定した。 

 

 

X ゲームの画面 Y ゲームの画面 

  

図 5-13 ゲーム画面の比較 

 

 同判決は、両者を対比し、「水面上を捨象して、水中のみを真横から水平方向の視点で描

いている点」、「水中の中央に、三重の同心円を大きく描いている点」、「水中の魚を黒い魚影

で表示し、魚影が水中全体を動き回るようにし、水中の背景は全体に薄暗い青系統の色で統

一し、水底と岩陰のみを配置した点」、「魚を引き寄せるタイミングを、魚影が同心円の一定

の位置に来たときに決定キーを押すと魚を引き寄せやすくするようにした点」の 4 点を X

ゲーム画面の本質的な特徴とし、これらの特徴がYゲーム画面にも維持されているとして、

翻案権侵害を肯定した。 

 Y はこの点につき、上記特徴は全て単なるアイデア又は平凡かつありふれた表現にすぎ

                                                   
13 東京地判平 24・2・23 平成 21（ワ）34012。 
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ず、創作的表現とはいえないと主張したが、判決は、「X 作品が配信される以前にも携帯電

話機用釣りゲームは多数配信されていたが、上記共通点を全て備えたゲームや、…水中に三

重の同心円を描いて魚影と同心円との位置関係によって釣り糸を巻くタイミングを表現し

ているゲームは一つも存在しなかったと認められること」などからこの主張を排斥してい

る。 

 一審で（一部）敗訴した Y は、控訴審では類似ゲームについての証拠を大量に提出して

いる。すなわち、X ゲーム配信前の類似ゲームとして、『釣りバカ気分』（魚の引き寄せ画面

において水中の魚が魚影で表現される）、『ぬし釣りシリーズ』（魚の引き寄せ画面において、

水中の影像は水面上を捨象して、水中のみが真横から水平方向の視点で描かれ、水中の背景

は全体に薄暗い青系統の色で描かれ、海底と岩陰のみを配置した影像が描かれている）、『フ

ィッシュアイズ』（魚の引き寄せ画面において水中の視点で魚を引き寄せている）、『THE 

バス釣り』（水中のみを描き、水平方向からの視点で水面及びその上を描写しない釣りゲー

ム）及び『川釣りパラダイス』（同）などが提出され、X ゲーム配信後の類似ゲームとして

『釣り★タウン』及び『釣りコレ DX』（いずれも水中に同心円を配置）等が提出された。さ

らに、点と円など、対象物が一定の範囲に入った場合に「当たり」と判定する携帯電話機向

けフラッシュゲームの例として、弓道をモチーフにした『弓道正射必中』、アーチェリーを

モチーフにした『ラウスポアーチェリー』及び『ケータイアーチェリーVer2』、射撃をモチ

ーフにした『狙撃の凡人』、ダーツをモチーフにした『DARTS！』などが提出された。 

 控訴審判決14は、これらの証拠を踏まえ、X ゲームと Y ゲームとの上記一致点について

は、「アイデアなど表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分」にすぎないと

して、侵害を否定するに至っている。 

 

（ii）『大熱狂！！プロ野球カード』事件 

 『大熱狂！！プロ野球カード』事件は、携帯電話機用インターネット・ゲーム（SNS ゲ

ーム）『プロ野球ドリームナイン』（以下、「X ゲーム」とする）を製作し配信している X が、

同じく携帯電話機用 SNS ゲーム『大熱狂！！プロ野球カード』（以下、「Y ゲーム」とする）

を製作・配信している Y らに対して、著作権侵害等を根拠に、Y ゲームの公衆送信の差止

め等を請求した事件である。 

 X ゲームは、「選手ガチャ」、「スカウト」、「オーダー」、「強化」及び「試合」という 5 つ

の要素の組合せで構成されている。Y ゲームは、「ガチャ」、「ミッション」、「オーダー」、「強

化」及び「試合」という 5 つの部分が相互に関係するように構成されている。両ゲームの遊

び方や進行方法はほぼ同様であり、要するにガチャやスカウト等で「選手カード」を収集し、

これを強化してオーダーを編成してほかの利用者のチームと対戦するということを繰り返

すという内容である。 

                                                   
14 知財高判平 24・8・8 判時 2165 号 42 頁。 
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 一審判決15は、X の請求を全て棄却した。判決における論点は多岐にわたるが、ここでは

「選手ガチャ」の表現における著作権侵害の成否と、「選手カード」の表現における著作権

侵害の成否について判断した部分にのみ言及する。 

まず前者に関して、X ゲームと Y ゲームとは、「①黒色の画面上に白を基調としたパッケ

ージが現れ、クリックすると当該パッケージの上部に左から右へと高速で白色の光線が走

り、当該部分が左から右へ水平方向に切り取られて開封され、すると、パッケージ内に在中

して既にカード上端が露出している選手カードがせり上がり、当該パッケージの開封部か

ら当該選手カードの上部背景が露出し、続けて、当該パッケージが下方向に移動して画面下

部に消えるとともに、当該選手カードは当該パッケージから上方向に移動するという一連

の流れの点」、「②最終的に選手カードが出現する直前に画面全体が一瞬白く光る点」、及び

「③その後、当該選手カードが上部に『NEW』という表記を伴って画面上に現れ、その背

景には金色の後光が差している、という点」が共通していた。 

Y 側は証拠としてプロ野球カードのブラウザゲーム『プロ野球カードスタジアム キミ

★スタ』（上記①～③の特徴全てを有している）、SNS ゲーム『カードファイト！！ヴァン

ガード』（上記②の特徴を有している）及び『Dramatic 巨人軍』（上記②及び③の特徴を

有している）などを提出した。判決はこれを踏まえて、選手ガチャにおける上記共通点を創

作性がないと判断している。 

「選手カード」の表現における著作権侵害の成否に関して、両ゲームの選手カードには、

「①選手カードの左上角に当該選手が所属する球団のロゴマークが施されており」、「②選

手カードの下部に、当該選手カードの氏名がローマ字で表記されるとともに、その背番号が

表示されており」、「③選手カードの稀少（きしょう）度を星印の数で表示し、稀少度が高い

ほど多くの星印が、選手カードの下部に施されており」、「④X ゲームと Y ゲームのいずれ

にも設定されている『スターカード』及び『スーパースターカード』には、選手の背景に、

炎が燃え上がり、後光が差すようなファイアーモチーフが施されており」、「⑤選手画像が二

重写しにされている選手カードについては、選手画像の背景に当該選手画像を大きく拡大

し、多少色を薄くして残影のようにした表示が施されている」、という共通点が存在してお

り、とりわけ X の主張する特定の 4 選手のカードについては、選手のポーズや構成が酷似

しているものがあった。 

Y 側は証拠として、トレーディングカード『カルビープロ野球チップスカード』（上記①、

②及び⑤の特徴を有している）、ブラウザゲーム『プロ野球オーナーズリーグ』（上記①及び

②の特徴を有している）、SNS ゲーム『Dramatic 巨人軍』（上記③の特徴を有している）、

『ナイツオブクリスタル』（上記③の特徴を有している）、トレーディングカード『SLAM 

ATTACK』（上記④の特徴を有している）などを提出した。判決はこれらを踏まえて、上記

①～⑤の特徴は全てありふれた表現であると判断した。また、上記 4 選手のカードについ

ては、うち 3 選手のカードについては酷似しているものの、ありふれた表現部分が一致し

                                                   
15 東京地判平 25・11・29 平成 23 年（ワ）29184。 



第 5章 実施内容 

 
 

45 
 

ているにすぎないなどとして、非侵害と結論した。 

控訴審判決16は、選手カードのうち、中島選手及びダルビッシュ選手の各選手カード（下

記）については著作権侵害を肯定し、その余の点については控訴を棄却した。 

 

 

 

 X ゲーム Y ゲーム 

中島選手 

  

ダルビッ

シュ選手 

  

 

図 5-14 選手カードの比較 

 

 判決は著作権侵害を肯定するに当たり、選手の二重表示については『カルビープロ野球チ

ップスカード』やベースボールマガジン社の『プロ野球カード』に採用されているが、背景

にファイアーモチーフは使用されていないことを指摘した。そして、ファイアーモチーフと

いっても様々な表現方法があり得るところ、X 配信開始前に、炎のように見える表現及びこ

れに組み合わせて後光のように放射線状の閃光（せんこう）が描かれているトレーディング

                                                   
16 知財高判平 27・6・24 平成 26（ネ）10004。 
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カードは、上記『SLAM ATTACK』以外にないことから、上記のカードの表現がありふれ

たものとはいえないと判断している。 

 

（iii）小括 

 上記 2 事件から分かるとおり、著作権侵害訴訟において、侵害を主張する側（原告）のゲ

ームと相手方（被告）のゲームとで共通する部分に創作性が認められるかが重要な争点とな

り、より具体的にはその部分がありふれているといえるか否かが争われる。そして、ありふ

れているとの認定のためには、被告としては可能な限り多くの同種ゲームについての証拠

を挙げることが必要となる。『釣りゲータウン 2』事件の場合、控訴審段階において大量の

類似ゲームに関する証拠が提出されたことが侵害の否定に大きく貢献している。また、『大

熱狂！！プロ野球カード』事件控訴審の場合、X カードと同様のファイアーモチーフが描か

れているトレーディングカードを（X ゲーム配信開始前に存在したものとしては）Y 側が 1

種しか挙げられなかったことが、侵害が肯定された要因の一つである可能性がある。 

 ありふれたゲームに関する証拠は、原告ゲームが公表される前から存在しているもので

あることが望ましい。原告ゲームの公表前から存在しているということは、原告ゲームの創

作時においてありふれた表現であったことが推認されやすいからである。原告ゲームの公

表後に登場したゲームについても、原告ゲームの創作時の状況を一定程度推認させるもの

とはいえるが、証拠価値としては公表前から存在しているものに劣る。『大熱狂！！プロ野

球カード』事件控訴審においては、X ゲームの選手カードの発売後にカードの背後にファイ

アーモチーフ又は放射線状の閃光を用いたものが存在することについての証拠が提出され

ているが、判決は「このことをもって、直ちに X ゲームの選手カードの表現がありふれた

ものであるということはできない」と述べている。また、『釣りゲータウン 2』事件控訴審

においては、X ゲーム配信後に登場した各種ゲームについても考慮されているが、配信前か

ら存在したものとは一応区別した形で考慮されている。 

 

5.2.1.3 アーカイブが利用されるための課題と展望 

 以上から、アーカイブにおいて、ゲームの基本的な構成のみならず、進行方法の詳細が（検

索可能な形で）記述されている場合には、訴訟における証拠収集の利便性が高まる可能性が

ある。訴訟においては、原告や被告のゲームの具体的な特徴がありふれているか否かが問題

となるためである。 

 また、公表時期が特定されていることも重要である。上述のとおり原告ゲーム公表前から

存在するものとそうでないものとでは、証拠としての価値が異なるからである。もちろん、

ゲームの最初の公表時期についてはアーカイブにおいて必ず記録されている17ものと思わ

                                                   
17 著作権者側で創作時期について公示したい場合には、プログラム著作物の創作年月日の登録制度（著作

権法 76 条の 2）を利用することが考えられる。登録に当たってはプログラムの複製物の提出を要するた

め（プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律）、創作時点でのゲームの仕様や進行方法の特定
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れるが、オンラインでアップデートがなされるようなゲームの場合、問題となっている部分

が公表当初から存在したのかどうかの確認が一般に困難であるように思われる。この観点

からは、アップデートのたびに新規に追加した内容が記録されるようになれば、アーカイブ

の利便性が高まる可能性があるだろう。 

 

なお、上記の課題を解決するためには次のような方法が考えられる 

 第一に、進行方法の詳細などのデータを集積していくための方法であるが、これについて

は、攻略本や、公式サイトの説明などゲーム本体の内容について記述した関連資料のアーカ

イブを整備していくことから着手していくことが考えられる。関連資料のアーカイブは、こ

の点において重要である。 

 第二に、仕様変更等の公表時期のデータを集積していく方法については、オンライン配信

プラットフォームなどのデータについて、定期的なクローリングを行うなどの方法によっ

て、こうした情報を収集していくことが考えられる。 

 これらの方法は、すでに本事業ならびにメディア芸術所蔵情報等整備事業においても、論

点として挙げられてきた点であるが、本調査を通じて関連資料やクローリング等に今後取

り組んでいくことの有効性が改めて明らかになったと言える。 

 

5.2.2 各所蔵館の所蔵ゲーム目録の紐付け 

 

 平成 27年度より本事業では、各ゲーム所蔵館のうち、目録の提供について協力が得られ

た機関について、それら目録と文化庁メディア芸術データベースに登録されるゲームの頒

布パッケージとの紐付け作業を実施してきた。 

これは、どこの所蔵館にどの資料がどれだけあるのか、といったことを確認し、効率的な

ゲームソフトの収集を行っていくための基礎データとして重要なものである。 

対象となるものは、メディア芸術データベースに登録されている日本で発売・流通したゲ

ームである。国立国会図書館、ストロング遊戯博物館、明治大学、ライプツィヒ大学の 4館

の所蔵品、並びに立命館大学ゲーム研究センターの所蔵品については、平成 29年度までの

所蔵品の紐付け作業が完了している。また、OCLC（Online Computer Library Center）が運

営する共同目録サービス「WorldCat」に登録されているゲームについても 1,400 作品、6,003

件の紐付けを実施してきた。 

昨年度までの作業状況は下記の表 5-1 のとおりである。 

 

表 5-1：平成 29 年度までの紐付け作業実施状況 

                                                   
が容易となる。著作権登録制度は米国にもあり、日本と同様、登録自体は権利の発生要件ではないもの

の、侵害訴訟の立証負担が軽減されるなど各種メリットがある。Dan D. Navel & Bill Chang, Video 

Game Law (West Academic, 2018) at 198-204 は、ゲーム制作者に著作権登録を推奨する内容となってい

る。 
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 今年度も、構築したデータを有用なものとして維持していくため、さらに、データを最新

の正確なものとするために継続的にメンテナンスを行った。具体的には下記 4 点を実施し

た。 

 

（1）立命館大学所蔵目録の GPIr への紐付け作業 

立命館ゲーム研究センター及び、国立国会図書館など毎年アーカイブが更新されている

所蔵館について、追加でアーカイブ化された更新差分について、紐付け登録を行った。個別

資料水準では昨年よりも 2232 件、体現形のレベルでは 1,170件を新規に登録した18。また、

ゲーム関連資料 4,198 件について、登録作業及び、その精査作業を実施した。 

 

（2）国立国会図書館ゲーム資料の GPIr への紐付け作業 

 また、国立国会図書館の更新分については、個別資料・体現形共に、平成 27年以後の脳

本された 447 件のゲームソフトについて確認し、そのうち 373 件について GPIr が確認でき

たため登録を行った。 

 

（3）OCLC データの紐付け作業 

昨年に引き続き、WorldCat などの標準的形式の目録との紐づけができるようにデータを

整理した。OCLC データのうち、日本語資料として登録されていると思わしきもののうち

2,377 件件について GPIrとの紐付け作業を実施した。 

 

（4）名寄せ手法の検討・調査 

データの紐付けに際して、最新の情報へとアップデートするために、より低コストで、持

続可能な体制を構築するための手法を検討した。ゲームタイトルの名寄せを自動処理する

ための方法論構築について調査・検討を実施した。 

                                                   
18 個別資料と比べて、体現形の登録数が少ないのは、今年度に立命館大学ゲーム研究センターに対して寄

付のあった資料が、すでに所蔵している資料との間での重複が約 2000 強ほど見られためである。 
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データの名寄せの一般的な手法としては、大まかに分けて、A.データの表記ブレや、メタ

データ項目への配置を行うデータクレンジング、B.手動でデータの絞り込み C.統合・同一

データの決定等がある。 

今年度は、試験的にデータの表記ブレの問題について扱い、これを統一するためのプログ

ラムを試験的に作成したほか、作業者向けの名寄せ作業用の簡易マニュアルを作成した。結

果として、名寄せ作業の速度をある程度向上させることはできたが、名寄せを自動化できる

という段階のものには至っていない。 

次年度以後、データ入力作業全体の再設計と併せて作業手順の見直しを含めて設計して

いく必要がある。 

 

5.2.3 アーカイブ重点対象の明確化 

前項において、紐付けされたデータを元に、ゲームソフトのアーカイブの進捗状況にど

のような偏りがあるのかについて、概況を把握することを通して、今後のゲームソフトの

収集方針などを分かりやすく可視化するための、データを作成した。 

ここではアーカイブ重点対象マップとして、所蔵状況を一覧可能なプラットフォームご

と・年代ごとの概観が確認できる表を作成した。これは前述の「5.2.2 各所蔵館の所蔵ゲ

ーム目録の紐付けデータ」と、昨年度までに紐付け作業を実施した 5所蔵館（立命館大学

ゲーム研究センター、明治大学、国立国会図書館、ライプツィヒ大学、ストロング遊戯博

物館）がそれぞれどのようなゲームソフトを収蔵しているか、またどのような種類のタイ

トルについて所蔵がなされていないかを明示したものである。 
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5.2.3.1 所蔵館ごとの収蔵状況 

まず各所蔵館がどのような年代のゲームソフトの収集を行っているかについて、確認し

ていきたい。下図は、それぞれの所蔵館が所有しているゲームソフトがどのような年代の

ものに集中しているのかを示すものである。 

 

 

図 5-15 所蔵館ごとのゲームソフト所蔵傾向（年代別） 

 

昨年までの傾向と同様に、1980 年代後半～2000 年頃にかけてのゲームソフトは、立命館

大学ゲーム研究センター、明治大学、ストロング遊戯博物館が多数所蔵している。他方で

2000 年以降のゲームソフトは、国立国会図書館とライプツィヒ大学において所蔵されてい

る割合が高い。 
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5.2.3.2 年代別の収蔵状況 

次に年代別の収蔵状況をまとめた。家庭用ゲームソフト19について、どの程度の割合で収

蔵が進められているかを示すデータである。 

 

 

図 5-16 家庭用ゲームソフト収蔵割合（年代別） 

 

図 5-17 家庭用ゲームソフト収蔵数（年代別） 

 

図 5-16 は、各年に発売された家庭用ゲームソフトがどの程度の割合で収蔵を進められて

いるかを示すグラフである。割合は「メディア芸術データベース」収蔵数を 100%とし、「収

蔵タイトル数÷「メディア芸術データベース」登録数」として算出している。 

そして、図 5-17 は家庭用ゲームソフトの所蔵の絶対数である。灰色の点線部分が判明し

                                                   
19 PC ゲームソフト、アーケードゲームについては現時点では収蔵数が少ないため、今年

度時点では扱っていない。 
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ている各年におけるゲームタイトルの総数（「メディア芸術データベース」に登録されてい

る本数）であり、黒色の部分は実際に収蔵されているゲームソフトのタイトル数である。 

こちらも昨年度までと大筋では同様の傾向であるが 2015 年以後の新規のゲームタイトル

については、若干の収蔵がされてきた状況が伺える。 

 

5.2.3.3 プラットフォーム別の収蔵状況 

次にプラットフォーム別の収蔵状況をまとめる。 

 

 

図 5-18 家庭用ゲームソフト収蔵割合（プラットフォーム別） 

 

図 5-19 家庭用ゲームソフト収蔵数（プラットフォーム別） 

 

項目名はプラットフォーム名の略称で表記をしており20、年代別データと同じく、右の図

                                                   
20 ゲームプラットフォームの略称は下記のとおりである（50 音順）。 
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5-18 は、各年に発売された家庭用ゲームソフトがどの程度の割合で収蔵が進んでいるかを

示すデータである。割合「メディア芸術データベース」収蔵数を 100%とし、「収蔵タイトル

数÷「メディア芸術データベース」登録数」として算出している。 

図 5-19 は所蔵の絶対数をしめしたデータである。灰色の点線部が判明している各プラッ

トフォームにおけるゲームタイトルの総数（「メディア芸術データベース」に登録されてい

る本数）であり、黒色の部分は実際に収蔵されているゲームソフトのタイトル数である。 

 

5.2.3.4 今年度の収蔵傾向の変化 

全体的に昨年度の状況から大きな変化は見られないが、細かな点では漸進的な改善が見

られてきている。こちらも近年のプラットフォームのうちのいくつかの収蔵状況に改善

が見られる。  

 

                                                   
[ 3DO ] 3DO、[ 3DS ] Nintendo3DS、 [ AC ] アーケードゲーム、[ DC ] ドリームキャスト、[ DS] 

NintendoDS、[ FC ] ファミリーコンピュータ、[ GB ] ゲームボーイ、[ GBA ] ゲームボーイアドバン

ス、[ GC ] ニンテンドーゲームキューブ、[ GG ] ゲームギア、[ MD ] メガドライブ、[ N64 ] 

Nintendo64、[ NG ] ネオジオ、[ NGCD ] ネオジオ CD、[ NGP ] ネオジオポケット、[ NS ] ニンテン

ドーSwitch、[ PCE ] PC エンジン、[ PCFX ] PC-FX、[ PS ] プレイステーション、[ PS2 ] プレイステ

ーション 2、[ PS3 ] プレイステーション 3、[ PS4 ] プレイステーション 4、[ PSP ] プレイステーショ

ン・ポータブル、[ PSVita ] プレイステーション Vita、[ SFC ] スーパーファミコン、[ SS ] セガサター

ン、[ Wii ] Wii、[ WiiU ] Wii U、[ WS ] ワンダースワン、[ X360 ] Xbox 360、[ Xbox ] Xbox、[ XOne ] 

Xbox One 
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図 5-20 ゲーム・アーカイブ重点対象全体マップ21 

                                                   
21 ＜凡例＞ 

薄いグレーに黒字 収蔵率 80%～50.1%  白に黒字 収蔵率 100%～80.1% 

濃いグレーに白字 収蔵率 50%～5.1%  黒に白字 収蔵率 5%未満 
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図 5-21 ゲーム・アーカイブ重点対象全体マップ 
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5.2.4 ゲームの展示手法についての検討 

 

1）ゲーム展覧会の試験的開催を通じた利活用方法論の検討 

調査の背景： 

ゲームの所蔵館が構築しつつあるゲーム・アーカイブを、実際にどのような形で効果的に

利活用をできるのかについて、その在り方を検討していきたい。利活用の在り方には様々な

ものがあるが、前項(5.2.3)では訴訟時における証拠物としての機能という面からの検討を

行ったが、本項では展示という側面から、アーカイブの利活用の在り方について考える。こ

のための基礎的調査として、博物館・美術館等におけるゲーム展示の状況およびその手法に

ついての調査を行った。 

また、今年度のこの調査は昨年度事業において実施した、『ゲーム展 TEN』をより発展的

に検証するという意義も有している。昨年度の事業においては、ゲーム・アーカイブの活用

についての実践を通じた検討として『ゲーム展 TEN』と名付けた実際の展覧会を実施し、ゲ

ーム展覧会の実施時に生じる多面的な問題点を確認してきた。今年度は、これを受けてゲー

ムの展覧会実施のために改めて重要な問題点を検証していくことを目的に調査を進めた。 

 

調査の設計と方法： 

博物館の主要な機能は、「研究」「展示」「教育」「社会貢献（地域連携）」に分類できる。

博物館展示はすべからく、これらが複合的に重なり合う形態で実施されることが望ましい。

これを背景に、今年度の調査は、昨年度のそれを補填（ほてん）する形で後者の二点、すな

わち博物館展示を通じた教育と社会貢献の実態調査を軸に行った。 

今年度の主な調査対象は、「企画展」の開催実績を持つ施設及びその主催者に限定して行

った。ただし、博物館学的ないし MLA 連携の見地からの調査を進めると同時に、連携や資料

提供のネットワーク構築を進めた点は昨年度と同様である。 

なお、本件に関する今年度の調査対象となる企画展の候補として、「日本におけるゲーム

展」のモデルケースとなり得るような適切な条件を次の 2点とした。 

 第一に、明確なテーマを定めた上での、デジタルゲームないしその近隣領域である玩具等

を展示した企画展を挙げることができる。今回の調査はあくまでもゲーム展のキュレーシ

ョンを調査する事業であるため、国内の「総合博物館」、「人文系博物館」、「自然系博物館」

のうちから、特に歴史、美術、科学を専門とする博物館施設を主要な対象とした。その上で、

それぞれの所蔵館ないし機関の主義や役割に基づいたゲーム等の企画展のみに限定する。 

 第二に、一般的に公開・発売されたゲーム及びその周辺を展示する展覧会を挙げることが

できる。第二の条件に沿わないものとして、「東京ゲームショウ」をはじめとする最新の未

公開タイトルを展示することを目的とした「見本市」がある。このような展覧会は、国内外

において数多く開催されているものの、条件に沿わないことから今年度の調査対象からは

除外している。 
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以上を踏まえて、今年度は、次の 2点の調査を重点的に行った。（1）博物館企画展におけ

る関連行事（とりわけワークショップ）を対象とした調査、（2）ゲーム開発企業（バンダイ

ナムコゲームス、スクウェア・エニックス等）におけるゲーム展の実態と社会的影響の調査

の二点を集中的に行うことで、国内外のゲーム所蔵館のアーカイブの連携作り、生涯学習の

機能を持ち得る大規模ゲーム展の実施、そして産学館連携に向けての検討を行った。 

（1）では、平成 30 年度にゲームに関わる展示を主催し、また幅広い分野でワークショッ

プを実施してきた東京藝術大学と城陽市歴史民俗資料館、NTT インターコミュニケーショ

ン・センター、3331 アーツ千代田（するめデイズ）を中心に調査を行う。（2）では、特定の

タイトルもしくは特定企業の IP に紐付く展示に着眼し、自社の IP を用いて展覧会を行っ

た株式会社サイバードと株式会社バンダイナムコスタジオの両社を対象とした。 

 以上の条件から、今年度は下記の表 5-2 の博物館施設と企画展を調査対象とした。調査の

方法は、展覧会の現地調査を行った上で、資料収集及び関係者・企画者へのヒアリングを行

うというものである。22 

 

表 5-2 調査対象の博物館施設と企画展 

調査対象博物館施設 開催された（される）企画展 開催年 

東京藝術大学 Arts & Science 

LAB. 

東京藝術大学ゲーム学科（仮）「第 0年次」展 （2018） 

城陽市歴史民俗資料館 CONTINUE ～“ゲーム”90 年の歴史～ （2018） 

3331 アーツ千代田 これはゲームなのか？展 （2018） 

もと歌島橋バスターミナル跡

地（御幣島芸術祭 2018） 

これはゲームなのか？展（大阪巡回展） （2018） 

NTT インターコミュニケーシ

ョン・センター 

イン・ア・ゲームスケープ：ヴィデオ・ゲーム

の風景，リアリティ，物語，自我   

（2018） 

京都国際マンガミュージアム 「イケメン展示◆彼と過ごした恋の園」展 （2018） 

明治大学 「ナムコ開発資料のアーカイビング」プロジ

ェクト紹介展示 

（2018） 

 

                                                   
22本調査全般の調査方針の構築にあたって、下記の資料を用いた。特に下記の文献を用いた理由は、①博

物館展示とはどのようなものか、②ゲームを展示する際にはどのような分類が必要か、③博物館文化財と

してのゲーム資料とは何かといった、論点について考慮することを目的としている。①以外については直

接的に記されたものはないが、既存の博物館や図書館をめぐる議論のなかで、ゲームがどのように位置付

けられるかについて検討するための資料として用いた。 

 
王 莉『市民のエンパワーメント 21 世紀における博物館、図書館の機能と社会的使命』（2018 年、樹村

房）、青木 豊『集客力を高める博物館展示論』（2013 年、雄山閣）、千葉元生、山道拓人『PUBLIC 

PRODUCE「公共的空間」をつくる 7 つの事例』（2018 年、ユウブックス）、湯浅俊彦『ICT を活用した

出版と図書館の未来』（2018 年、出版メディアパル）、中村浩ほか『博物館と観光』（2018 年、雄山閣）、

全国大学博物館学講座協議会『博物館学文献目録』（2007 年、全国大学博物館学講座協議会委員長大学國

學） 
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 「東京藝術大学ゲーム学科（仮）「第 0年次」展」は、産官連携を基盤としつつゲーム展

示と大学教育を直接的に結びつける先行的な展覧会の事例である。本事業との関連性とし

て、ゲームアーカイブや所蔵館連携の整備による教育効果や、同大学において今後制作され

ていくであろう作品をどのように保存・活用していくかという展望が挙げられる。 

また、京都国際マンガミュージアムで行われた株式会社サイバードの IPをベースとした

「イケメン展示◆彼と過ごした恋の園」展と、3331 アーツ千代田にて行われた『これはゲ

ームなのか？展』はボードゲームを扱っており既存のデジタルゲームの利活用という観点

からいえば境界例に当たるケースである。 

 ゲームのアーカイブについては、家庭用ゲームソフトなどの現物資料があるものに対し

てスマートフォンアプリなどの現物資料が残りにくいものをどう扱うかということがしば

しば課題となっている。「イケメン展示◆彼と過ごした恋の園」展は、スマートフォンアプ

リとして配信されつつ、2018 年には PlayStation Vita に移植されている乙女ゲームの展示

である23。そのため、他のコンシューマーゲームに比べて現物資料が少ない。しかしながら、

原画や制作過程の資料等はゲーム会社所蔵の現物資料として捉えることができる。そして、

それらの資料を時系列に展示し、「イケメンシリーズ」の軌跡を追ったという意味において、

重要な事例であると位置付けられる。このような意味からも、これを調査対象とすることに

した。 

 また、『これはゲームなのか？展』については、デジタルゲームの隣接領域の中でも、特

に意識的なキュレーションが試みられたものであるという観点から、本調査の対象に適切

であると判断し調査対象とした。具体的理由として、ボードゲームに AR や MR を含むデジ

タル技術が導入されたことによって、デジタルゲームとボードゲームの境界線がより不明

瞭となった点がある。また、ボードゲームは参加型展示が前提となることから、インタラク

ティブ展示やメタ展示のための先行事例の調査として、価値が認められると判断した。 

 

2）博物館展示（国内企画展）調査 

 

「東京藝術大学ゲーム学科（仮）「第 0年次」展」（東京藝術大学） 24 

日時：平成 31年 1月 21 日（月）11：00～13：00  

場所：東京藝術大学横浜校地 馬車道校舎 

応対者：桐山孝司氏（東京藝術大学大学院映像研究科 研究科長） 

調査実施者：尾鼻崇（中部大学）、小出治都子（大阪樟蔭女子大学） 

                                                   
23 「イケメン戦国時をかける恋－新たなる出逢い－」

https://ikemen.cybird.ne.jp/title/sengoku/original/product/ps_vita.html 
24東京藝大ゲーム学科展は、学生とゲーム企業の新たな試みであり、映像を駆使した展示である。調査に

あたって、これに参考となるであろう下記の文献を用いながら調査方針の策定にあたった。 

井上 奈智他『図書館とゲーム イベントから収集ヘ』（2018 年、日本図書館協会）、青木豊『博物館映

像展示論』（1997 年、雄山閣出版）、小川義和他『挑戦する博物館 今、博物館がオモシロイ！！』（2018

年、ジダイ社） 



第 5章 実施内容 

 
 

59 
 

博物館概要： 

「東京藝術大学ゲーム学科（仮）「第 0年次」展」は、東京藝術大学上野キャンパスの「Arts 

& Science LAB.」にて開催された。「Arts & Science LAB.」は、「地域資源等を活用した産

学連携による国際科学イノベーション拠点整備事業」の一環として平成 27 年 5 月 25 日に

開所された施設で、企業や大学単独では実現できない革新的なイノベーションを創出する

プラットフォーム作りの拠点として活用されている。同施設では 1Fに拠点公開スペース、

B1F にロボット・パフォーミングアーツ研究や共感覚メディア研究スペース、2F に文化共有

研究スペース、3F に拠点運営や 2020 構想、障がいと表現研究スペースを設け、4Fに球形ホ

ールを備えた面積 1,498 ㎡の地下 1階地上 4階建ての建物となっている25。 

 

展覧会概要： 

 「東京藝術大学ゲーム学科（仮）「第 0年次」展」は、平成 29 年に「東京藝術大学にゲー

ム学科が設立されたら」という仮定の下で開催された「東京藝術大学ゲーム学科（仮）展」

に引き続いて企画されたものである。東京藝術大学 COI 拠点、東京藝術大学大学院映像研究

科、株式会社スクウェア・エニックス、株式会社 Luminous Productions が連携して実施す

る産学連携型の展覧会である。当該展覧会は、東京藝術大学大学院映像研究科修了生の中か

ら「第 0年次」の研究生として選出された 5 人のディレクターが、メンター（スクウェア・

エニックスや Luminous Productions に所属するゲームクリエイターによって構成）のアド

バイスの下で、約 6か月の期間をかけて制作した作品が展示されている。 

展覧会関連イベントとしては、平成 30年 11 月 3日（土）に、Art&Science LAB.の 1F 及

び 4Fで制作者トークが行われており、展示作品のディレクターやエンジニア、メンターに

よるアーティストトークが行われた。 

 

ヒアリング結果： 

「東京藝術大学ゲーム学科（仮）「第 0年次」展」の展示に関しては、前年度に開催した

「東京藝術大学ゲーム学科（仮）展」の反省点も踏まえて実施したという。最も配慮したの

は、ゲームの展示空間を作ることの難しさであり、特に VRの赤外線が相互に干渉しないよ

うに、個々の作品に合わせた展示空間が、展示場所を前回の会場である「東京藝術大学大学

美術館陳列館」から、「Arts & Science LAB.」へと変更して開催されている。 

当該展覧会で展示されている作品の趣旨は「アニメーションからゲームをつくる」という

ものである。その制作に関する特徴として、スクウェア・エニックスやLuminous Productions

に所属するゲームクリエイターがメンターを担当することで、相乗効果を図るという点が

ある。なお、今回の出品者の大半は、アニメーション制作を専門とすることから博物館での

展示経験がなかったため、展示作業に関しては、同大学 COI 事業メディアグループのメンバ

                                                   
25 「Arts & Science LAB. について」https://www.geidai.ac.jp/news/2015060431287.html（閲覧日：

2019.01.18） 
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ーが補助に入っている。 

東京藝術大学とスクウェア・エニックスは 5年ほど前から関係を段階的に構築し、3年前

に正式に共同でプロジェクトを進めることになったという。今回の展覧会の準備は平成 29

年 11 月頃からスタートしており、その段階で制作者や展示作品の目処（めど）をつけてい

た。その後、3月にメンターの人選を行い、具体的な制作活動を開始したという。 

今回の展示作品の制作を進めていく中で難しかった点は、メンターの立ち位置を明確に

するという点だったという。制作スタイルの不一致や、スケジュール調整の困難さ、作家を

どこまで尊重するかなど、ディレクターとメンターの間でのコミュニケーションに摩擦が

おこる場合もあり、その際は教員が間に入ってアドバイスや調整を行う安全弁としての役

割を担った。ただし、前年度に開催した「東京藝術大学ゲーム学科（仮）展」の際にメンタ

ーとして参加したクリエイターが、今回は「メンターのメンター」という立場で参加してく

れたことで、前年度と比べると円滑にコミュニケーションが取れたという実感もあるとい

う。 

また、ディレクターが企画した内容を実装するためのエンジニアの選別も教員が担当し

ており、ディレクターとの相性もあることから同研究科の修了生を中心に「顔を知っている

人」に依頼している。ディレクターとエンジニア、そしてメンターのコミュニケーションは

基本的には Slack を用いて行われており、制作途中に 3回程度、スクウェア・エニックス社

内で報告会を行ったという。 

当該展覧会の入場者数は、会期 2日間で計 505 名26。男女を問わず、学生や観光客も多く

来場している。来場者の中には、ゲームはファインアートではないと考える人や、東京藝術

大学とのミスマッチを感じている人もいたという。前年度の展示と比べると研究色が強く

なったため、アーティストトークの時間を増やしたが、来場者層に大きな変化は見られなか

ったという。 

今後の課題として、ゲームを芸術に取り込む際に「ゲームとは何か」という位置付けをど

うするか、ゲームから作り出された感動をどのような方法で作り出すか、そのための教育の

必要性が挙げられていた。 

なお、制作された作品に関しては、東京藝術大学内に記録として残されるが、ただ単に大

学内部において保管されるのみでは作品公開のあり方として不十分であるという意識から、

オンラインの流通プラットフォーム（AppStore）にて、展示作品の一部を公開している。 

                                                   
26 「東京藝術大学ゲーム学科（仮）展」は 9日間で 3,045 名。 
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図 5-20.展覧会風景 1         図 5-21.展覧会風景 2 

 

  

図 5-22.展覧会風景 3           図 5-23.展覧会風景 4 

 

「イン・ア・ゲームスケープ：ヴィデオ・ゲームの風景，リアリティ，物語，自我」 

（NTT インターコミュニケーション・センター） 27 

日時：平成 31年 1月 14 日（月）17：00～18：30  

場所：NTT インターコミュニケーション・センター会議室 

応対者：畠中実氏（NTT インターコミュニケーション・センター主任学芸員）、土居伸彰氏

（株式会社ニューディアー代表、新千歳空港国際アニメーション映画祭フェスティバル・デ

                                                   
27この展覧会においては、これまでのゲーム展示で多く見られるプレイアブルなゲーム展示を行うのでは

なく、多角的にゲームを捉え、ゲームとアートの関連性を展覧会で示そうとしていたことから、下記の文

献を用いて、調査方針の策定にあたった。 

 
中村 美亜ほか『ソーシャルアートラボ地域と社会をひらく文化とまちづくり叢書』（2018 年、水曜社）、

アート&ソサイエティ研究センター SEA 研究会 編，トム フィンケルパール、カリィ コンテ、グラント 

ケスター、星野 太、高山 明、藤井 光、ジャスティン ジェスティ、アート&ソサイエティ研究センター 

SEA 研究会［工藤 安代、清水 裕子、秋葉 美知子]『ソーシャリー、エンゲイジド、アートの系譜、理

論、実践芸術の社会的転回をめぐって』（2018 年、フィルムアート社）、アンディ ミア『Sport2. 0 進化

する e スポーツ、変容するオリンピック』（2018 年、エヌティティ出版）、ハンス ウルリッヒ オブリス

ト『キュレーションの方法 オブリストは語る』（2018 年、河出書房新社）、馬場正尊『PUBLIC 

DESIGN 新しい公共空間のつくりかた』（2015 年、学芸出版社）、小崎哲哉『現代アートとは何か』

（2018 年、河出書房新社 ）、大塚 泰造ほか『メディアをつくって社会をデザインする仕事』（2017 年、

ナカニシヤ出版）、松永伸司『ビデオゲームの美学』（2018 年、慶應義塾大学出版会） 
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ィレクター）、谷口暁彦氏（メディア・アーティスト、多摩美術大学情報デザイン学科メデ

ィア芸術コース専任講師）、山内祥太氏（アーティスト） 

調査実施者：尾鼻崇（中部大学）、小出治都子（大阪樟蔭女子大学） 

 

博物館概要： 

 NTT インターコミュニケーション・センター（ICC）は「日本の電話事業 100 周年（1990

年）の記念事業として、1997 年 4 月 19 日、東京／西新宿・東京オペラシティタワーにオー

プンした、NTT 東日本が運営する文化施設」である28。同施設は「ヴァーチャル・リアリテ

ィやインタラクティヴ技術などの最先端テクノロジーを使ったメディア・アート作品を紹

介してきたほか、従来の形式や分類を超えた企画展を開催」するほか、ワークショップやシ

ンポジウム、出版といった多岐にわたる活動を展開している。同施設では「ギャラリー、ミ

ニ・シアター、映像アーカイブ「HIVE」など、ICC が持つ機能を総合した入場無料エリアで

開催される長期展示「オープン・スペース」では、メディア・アート作品をはじめ、現代の

メディア環境における多彩な表現を紹介」する展示が行われており、それらに加えて「特定

のアーティストやテーマにフォーカスした企画展示」も年に一回程度開催されている。 

 

展覧会概要： 

 当該展覧会は「現代のヴィデオ・ゲームの在り方や、それらが創り出す文化を検証するこ

とで、そこからどのようなことが読み取れるのかを、インディ・ゲーム及び、ヴィデオ・ゲ

ーム・アートの二つの動向から捉える」という試みの下で開催されている29。展覧会のテー

マとなっている「ゲームスケープ（Gamescape）」とは、「ゲームから見た風景・社会という

造語で、ヴィデオ・ゲームがそれぞれのプレイヤー、制作者にもたらす新たな世界観を表現」

するという意味で用いられている。 

 この展覧会は、ビデオゲーム（ヴィデオ・ゲーム）というプラットフォームを用いた表現

を「風景」「リアリティ」「ストーリーテリング」「自我」というテーマを元に催され、この

展覧会のために収集した 26 作品の展示を通して、ゲームがもたらす世界観を考察すること

が企図されている。 

 

ヒアリング結果：  

 「イン・ア・ゲームスケープ：ヴィデオ・ゲームの風景」には「風景、リアリティ、物語、

自我」という四つのテーマが掲げられている。 

 企画当初は、ICC の主任学芸員である畠中実氏が土居伸彰氏をキュレーターとして招き、

インディ・ゲームの歴史について詳しく扱う展覧会にすることを検討していたという。しか

                                                   
28 「ICC について」http://www.ntticc.or.jp/ja/about/（閲覧日：2018.01.20） 
29 「イン・ア・ゲームスケープ ヴィデオ・ゲームの風景，リアリティ，物語，自我」

http://www.ntticc.or.jp/ja/exhibitions/2018/in-a-gamescape/（閲覧日：2019.01.18） 
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し、（昨年度に本事業の一環として開催した）『ゲーム展 TEN』の内容から、これまでのゲー

ムの展覧会がゲームの歴史を扱うもの、若しくは新作ゲームを紹介するゲームショーのよ

うなものが大多数であったと判断し、歴史を扱うのではなく発売済みのゲームを新たな視

点で眺めるもの、すなわち「ゲームについて考える」展覧会にしたいと考えるようになった

という。そのような視点を設定したため、結果的に、過去のゲームの展覧会自体を批判的に

捉えるような側面も持っているとのことである。そこからゲーム・アートについての論考も

発表しているアーティストの谷口暁彦を更にキュレーターとして招き、ゲーム・アートを新

たな軸として導入した。 

 当該展覧会では、インディ・ゲームはゲームの歴史を捉えなおす、メタ的な視点をもたら

すものとして扱われている。インディ・ゲームの選定に関してはキュレーター間で相談して

決定したが、許諾の問題や時間的理由から展示を見送った作品もあり、その点にゲーム展示

の困難さがあると同時に、アーカイブ構築や所蔵館連携に対する期待があるという。 

デジタルゲームの開発環境は大規模化が進んでいるが、「Unity」や「Unreal Engine」と

いったゲームエンジンの興隆と、「Steam」のようなオンラインストアのインフラが整うこと

で、個人若しくは小規模のチームで制作されるインディ・ゲームが成立するようになってき

ている。インディ・ゲームはそのような制作規模の「小ささ」ゆえに、「従来のゲームの概

念」を再考し、時に覆すような、「ゲームについての思考」を内在した表現の場となってお

り、当該展覧会はその点に着眼した企画だという。ゲーム・アートもまた、既存のゲームや

ゲームエンジンを活用することにより、「ゲームとは何か」ということを、距離を置いて眺

めるものである。 

 今回の展示を行うに当たって展示空間の構成で工夫した点として、「風景、リアリティ、

物語、自我」の四つのセッションの中に、どのようにインディ・ゲームとゲーム・アートを

配置するかという点があるという。当該展覧会では、作品は上記の四つのテーマに沿って展

示されているが、そもそもそのテーマ自体は明確に区分されているわけではなく、それぞれ

が少しずつ重なり合っているものとされている。その重複部分が相互に響き合うような空

間作りを意識したという。 

そのほかにも、スクリーンが空中に浮いているように見せたこと、ホワイトキューブでは

常套（じょうとう）手段になっている壁への直接のプロジェクションを避けたことも、展示

の工夫の一つだという。また、部屋全体を暗くして、様々な音が聞こえる空間としたことで、

ゲームセンターを思わせなくもない状況が結果的に出来上がったという。 

来場者は 30 代が多く、この年齢層は同館のほかの展示と比べてそこまで大きな相違はな

いが、親子連れも目立つようになってきたという。ゲームというテーマを鑑みて、小学生を

ターゲットにしたいところもあるため、「子供にふさわしくないコンテンツ」にはその旨を

明記し配慮しているという。 

来場者の反応としては、ゲームに詳しい「玄人」や業界人は物足りなさを感じて帰ってい

くような人もいれば、キュレーションの明確さ・視点を面白がってくれる人もおり、その割
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合は半々とのことである。あまりインディ・ゲームについて知らない人たちは、当該展覧会

に対して「インディ・ゲームへの良い入り口」という反応をする印象があり、楽しんでいる

様子があったという。 

 

  

図 5-24 会場入り口                        図 5-25 展示風景 

 

 また、ゲーム資料の収集については、近年のインディ・ゲームの制作・流通は Steam や

AppStore などのオンライン流通プラットフォームにおいてなされていることが多いため、

収集対象となる物理媒体そのものが存在しないタイトルが多くなっている。 

 

「これはゲームなのか？展」 

（3331 アーツ千代田／もと歌島橋バスターミナル跡地（御幣島芸術祭 2018））  

日時：平成 31年 1月 21 日（月）17：00～19：00  

場所：レンタルスペース・Colormell 新宿タカシマヤ前 2号店 

応対者：青山大樹氏（ニルギリ） 

調査実施者：尾鼻崇（中部大学）、小出治都子（大阪樟蔭女子大学） 

 

博物館概要： 

「3331 アーツ千代田」は、旧練成中学校を利用して誕生したアートセンターであり、地

下 1階、地上 3階の館内には、アートギャラリー、オフィス、カフェなどが入居し、展覧会

だけでなくワークショップや講演会といった文化的活動の拠点として利用されている施設

である30。千代田区文化芸術プランの重点プロジェクトである「ちよだアートスクエア」の

拠点として整備された施設であり、千代田区と関わる全ての人々（在住・在勤・在学・観光

客等）を対象とした様々なアートイベントが開催されている。 

 「御幣島芸術祭 2018」が開催された「もと歌島橋バスターミナル跡地」は、大阪市営バス

ターミナル跡地を活用したイベントスペースである。同芸術祭のほかにも「西淀川ものづく

りまつり 2018」や「ボランティアエキスポ」など幅広い地域イベントが開催されている。 

 

                                                   
30 「 3331について」https://www.3331.jp/about/（閲覧日：2019.01.24） 
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展覧会概要： 

「これはゲームなのか？展」は「国内外で活躍する新進気鋭のボードゲームデザイナーが

10 組集まり、ゲームの概念を拡張するルールの模索と提案を行う」という趣旨の企画展で

ある31。サブタイトルは「ルールで世界する」というものであり、これはゲームが「ルール

から生まれる「その時だけの別の秩序をもった世界」によってもたらされ」るもの、という

前提の下に当該展が構成されていることを意味している。また、この企画展の目的には、「こ

れまでの商業ベースのゲーム製作では難しいようなルールへのアプローチをゲームデザイ

ナーが行える場を作ること」が含まれており、その意味で「これはゲームなのか？」という

ルールの実験室となることが期待されている。 

当該展覧会平成 30 年 5 月 29 日から 6 月 3 日にかけて「3331 アーツ千代田」において開

催されており、また巡回展が「御幣島芸術祭 2018」の一角として「もと歌島橋バスターミ

ナル跡地」で平成 30年 11 月 1日～5日にかけて実施された。 

 

ヒアリング結果： 

青山氏は「ボードゲームとデジタルゲームの境界線の曖昧さ」に対して強い関心を抱いて

おり、「ゲーム=デジタルゲームという図式が一般的に出来上がりつつあること」への別の回

答という意味も含めて今回の展示を企画したという。また、ボードゲームはデジタルゲーム

と比較しても、公的機関による長期的なアーカイブに問題を抱えており、その解決方法のひ

とつとしてのイベントという意図があるという。 

「これはゲームなのか？展」のキーワードは、「美術」と「ゲーム」である。ボードゲー

ム界に不足しているものとして「批評家がいない」ことが挙げられるという。この展覧会の

一つの目的として、ボードゲームを「批評的対象にしてほしい」という狙いがあるという。

そのため、「アートとボードゲームの間をねらう」ことが展覧会のコンセプトとして掲げら

れており、特に現代美術との関係性を強く意識している。そのため出展者も美術と馴染（な

じ）みの深いメンバーとなっているという。 

 ボードゲームはルールを共有して時間と空間を作る遊びであり、そこに現代美術におけ

るインスタレーションとの親和性を感じているという。現代美術は基本的に作者の意図や

世界観を表現するものであり、鑑賞時もいわば「他人事」として関わることになる。しかし、

ボードゲームは「自分事」になれる遊びであることから、現代美術と組み合わせることで相

乗効果を得ることができるのではないかと考えたのだという。特に、今回青山氏が出展した

「日常生活そのものを作り変える」ボードゲームを遊んだ来場者の感触から、改めて現代美

術との相性の良さを実感したという。 

 ボードゲーム用語で「軽ゲー」「重ゲー」というものがある。厳密な定義があるわけでは

ないが、気軽に遊べるボードゲームを「軽ゲー」と呼び、長時間かけて遊ぶ、複雑なゲーム

を「重ゲー」と呼ぶという。この分類で行くと、展覧会の展示作品は「軽ゲー」が多いとい

                                                   
31 「これはゲームなのか？展」https://is-this.a-game.tokyo//（閲覧日：2019.01.24） 
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う。 

 展覧会準備としては、「これはゲームなのか？展」の開催に当たり、まず展示場所となる

「3331 アーツ千代田」が先に決定した上で展示作品の制作がスタートしたという。 

 展示期間中は 3,000 人という参加者が詰めかけており、スペースの問題や参加型展示と

いう特性から入場制限をかけざるを得ないほどの大盛況となり、廊下まで行列になった。そ

のため、急遽（きゅうきょ）週末は、60 80 人程度を目処とした整理券制としている。ま

た、時間制限を行うことで、ボードゲームのルールを把握してもらうことに支障を来すこと

もあったという。 

 展覧会の広報は主に「ゲームマーケット」などボードゲームファンの集まる専門性の高い

場所で行ったという。来場者はボードゲーム業界の人が 8割、アート関係の人が 1割、「面

白そうだから」と来場した人が 1割といった印象がある。10 代から 60代までの幅広い来場

者が集まったが、特に多かったのは 20 代後半から 30 代だという。この参加者層の印象は

「ゲームマーケット」の参加者層とほぼ重複するという。 

 巡回展となる「御幣島芸術祭 2018」への出展の経緯は、共通する出展者に誘われたから

だという。会場が屋外であるという点を除くと、ほぼ同じ内容の展示を行った。巡回展に関

しては、東京ほど人を集めることができなかったが、近畿圏のボードゲーマーが集まったと

いう。アート施設である「3331 アーツ千代田」と、屋外である「もと歌島橋バスターミナル

跡地」では、同じ展示を行っても全く異なる印象となり、アート施設でボードゲームを展示

する特殊性を改めて実感したという。 
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図 5-26,5-27,5-28 これはゲームなのか？展」（3331 アーツ千代田）展示風景） 

（青山大樹氏提供） 

 

  
図 5-29,5-30.「これはゲームなのか？展」（御幣島芸術祭 2018）展示風景） 

（青山大樹氏提供） 

 

「平成 30 年度夏季特別展 CONTINUE “ゲーム”90 年の歴史 」 

日時：平成 31年 1月 23 日（水）10：30 11：30 

場所：城陽市歴史民俗資料館 

応対者：寺農織苑氏 

調査実施者：小出治都子（大阪樟蔭女子大学） 

 

展覧会概要： 

 平成 20年度に実施した夏季特別展「昭和のおもちゃとこどもの遊び」の際に田中清氏か

ら寄贈を受けた昭和初期から昭和 50年代のおもちゃを展示した。当該展示では、主にその

後の昭和から平成の時代の子供の遊びを代表するビデオゲームに焦点を当てて紹介したも

のである。資料館所蔵のテレビゲームを中心に、遊びに関わる物を展示し、アナログの遊び

からデジタルの遊びへの変遷を追うとともに、ゲームのコミュニケーションツールとして
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の側面にも触れたものである32。 

 

博物館概要： 

 平成 7 年に開館した五里ごり館（城陽市歴史民俗資料館）は、 常設展示室と特別展示室

を設置しており、多くの市民の方々の文化活動の場や教育施設となっている。常設展示室は、

平成 19年 4 月にリニューアルし、古代から近現代までの通史型の展示となっている。また、

特別展示室では、特別展、企画展、資料紹介など年に 4 回開催している33。  

 

ヒアリング結果： 

 当該展示は、平成 20年度に実施した夏季特別展「昭和のおもちゃとこどもの遊び」の続

編として行われたものである。寄贈されたおもちゃの中にファミコンなどのデジタルゲー

ム機やゲームソフトがあったことから、子供の遊びの一つとして、「テレビを使った遊びを

紹介する」ことをコンセプトとしていたとのことであった。 

 ゲームを展示するため、まずはこれまでゲーム展示を行った博物館にリサーチを行った。

その際に紹介された上村雅之氏（元任天堂株式会社開発第二部部長・立命館大学衣笠総合研

究機構招へい研究教員）に、講演を依頼したとのことであった。 

 展示物は、城陽市歴史民俗資料館のものだけでなく、個人所有のものや立命館大学が保管

しているものである。また、立命館大学映像学部のゼミの学生たちによって制作されたゲー

ムを配置し、来館者に遊んでもらえるようにしている。 

 展示の際に重視した点は、全世代に楽しんでもらえるように、また、どのような来館者で

あっても知っているものを展示するということである。例えば、デジタルゲームを遊んだこ

とがある人には「懐かしい」と思わせるように、昔のデジタルゲームをプレイしたことがな

い子供には「新鮮」だと感じさせるということである。 

 展示タイトルについては、「昭和のおもちゃとこどもの遊び」の続きであり、今後また展

示したいという気持ちを込めて「CONTINUE」としている。副題の「 “ゲーム”90 年の歴史

 」は、展示物の一つである「闘球盤」（大阪商業大学アミューズメント産業研究所所蔵）

の制作年が 1928 年であったことから、「闘球盤」から 90年の歴史があることを示している

とのことであった。 

展示物は、開催当初に比べて次々と増え、中でもデジタルゲームが数多く集まったことか

ら、展示替えを行うことでリピーターにも飽きない展示にしているとのことである。 

 来館者数は、開館してから 2 番目に多い 4,064 人とのことであった。市町村の資料館と

いうこともあり、ふだんは城陽市民の来館が多いようであるが、当該展示では、京都府以外

の来館者が全体の約 70%になったとのことである。 

                                                   
32 「平成 30年度夏季特別展 CONTINUE “ゲーム”90年の歴史 」

http://www.city.joyo.kyoto.jp/rekishi/tokutennatu2018.html（閲覧日：2019.1.23） 
33 「五里ごり館（城陽市歴史民俗資料館）」http://www.city.joyo.kyoto.jp/rekishi/index.html

（閲覧日：2019.1.23） 
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 また、寄贈されたデジタルゲームの保存については、古文書と同じく温湿度が管理された

保管庫に包装箱に入った状態で保存されているとのことであった。 

 

  

図 5-31,図 5-32 来館者の様子。画像右は城陽市歴史民俗資料館より提供 

 

 

「明治大学アカデミックフェス 『パックマン』『マッピー』とナムコ・アーカイビング小

展 ゲーム研究の基盤整備のために」 

日時：平成 30年 11 月 23 日（金）13 時 14 時 30 分 

場所：明治大学駿河台キャンパス  

対応者：兵藤岳史氏（株式会社バンダイナムコスタジオ）、岸本好弘氏（遊びと学び研究所） 

調査実施者：小出治都子（大阪樟蔭女子大学） 

 

概要：明治大学で開催されたアカデミックフェス プログラムの一つとして、「ナムコ開発

資料のアーカイビング」プロジェクトの紹介展示とトークセッションが行われた34。 

 展示内容は、『パックマン』『マッピー』が遊べるアーケードゲーム機や、『パックマン』

『マッピー』『ゼビウス』『リッジレーサー』『鉄拳』『太鼓の達人』開発資料と関連グッズ、

アーカイビングプロジェクト紹介パネルなどである。 

 トークセッションは、「ビデオゲーム黎明期の開発資料を紐解く   ナムコ開発資料のア

ーカイブ化とその活用」と題して行われた。登壇者は、兵藤岳史氏、岸本好弘氏、佐藤英治

氏（『マッピー』デザイナー）、中川大地氏（明治大学野生の科学研究所研究員）、福地健太

郎氏（総合数理学部先端メディアサイエンス学科）である。 

 

ヒアリング結果： 

 明治大学アカデミックフェスの事前調査として、平成 30 年 10 月 12 日 14 時より、バン

ダイナムコスタジオでヒアリング調査を行った。対応者は、兵藤岳史氏（株式会社バンダイ

ナムコスタジオ）、岸本好弘氏（遊びと学び研究所）である。 

                                                   
34 明治大学アカデミックフェス プログラム 

https://www.meiji.ac.jp/gakucho/muaf2018/program/index.html 
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 その際、バンダイナムコで保存されている資料の一部を閲覧した。また、アーカイブデー

タも閲覧した。兵藤氏と岸本氏は、ナムコの開発資料を展示や資料の貸出しを含め、今後の

ゲーム研究に活用したいと考えているとのことであった。その一つの試みが明治大学アカ

デミックフェスでの展示であり、トークセッションとのことであった。 

 11 月 23 日（金）のトークショーでは、ナムコ開発資料のアーカイブ化とその活用に関す

る話題や、当時の開発に関する裏話などが出た。開発資料は手書きのものも多く、個人所有

となっているものや廃棄されているものも多いとの話であった。また、ナムコではゲームプ

レイヤーからのアンケートハガキが大量に残されていることもあり、それも研究資料とし

て活用できることが示された。 

 以上のことから、タイトーやセガ、スクウェア・エニックスなどのゲーム会社とも協力し

て資料保存をしていきたいと考えているとのことであった。ただし、資料を保存できる機関

が（大学などでは少しは保存できるが）日本にないことは、ゲームの保存、活用の壁になっ

ていることも話題として挙がった。 

 展示は、『パックマン』と『マッピー』などのゲームタイトルの開発資料を中心とし、『パ

ックマン』と『マッピー』はアーケードゲーム機を設置し、実際にプレイできるようにして

いた。 

 展示物はガラスケースに入れて展示されていたが、トークセッション後には兵藤氏や岸

本氏がケースから資料を取り出し、撮影可の状態で見学することができた。 

 また、NHK の記者が取材に来ており、ナムコのアーカイビングプロジェクトへの関心の高

さが伺えた。 

 

 

図 5-33「アカデミックフェス」会場入り口 
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図 5-34、図 5-35「アカデミックフェス」展示風景 

 

「イケメン展示◆彼と過ごした恋の園」展35 

日時：平成 31年 1月 25 日（金）16 時 00 分 17 時 00 分 

場所：京都精華大学マンガ学部マンガ学科キャラクターデザインコース辻田幸広研究室  

対応者：辻田幸広氏（京都精華大学マンガ学部マンガ学科キャラクターデザインコース准教

授） 

調査実施者：小出治都子（大阪樟蔭女子大学） 

 

博物館概要： 

 京都国際マンガミュージアムは、京都市と京都精華大学の共同事業で、いまや世界から注

目されているマンガ資料の収集・保管・公開とマンガ文化に関する調査研究、これらの資料

                                                   
35 「イケメン展示◆彼と過ごした恋の園」の調査に先立っては、下記の文献を参照したうえで、質問事項

の作成にあたった。京都精華大学の学生たちが展示に関するコラボメニューを考えたり、イベント内容に

ついて、SNS やインターネット上で情報公開するといった点についての知識を得るために用いた。 

井上透、佐久間大輔、寺田鮎美『ミュージアムのソーシャル、ネットワーキング』（2018 年、樹村房）、

山本順一 監，藤原是明編『図書館情報資源概論 人を育てる情報資源のとらえかた』（2018 年、ミネル

ヴァ書房）、湯浅万紀子編，David Anderson、平井康之、藤田良治 『ミュージアム、コミュニケーショ

ンと教育活動』（2018 年、樹村房）、小山昌宏、須川亜紀子『アニメ研究入門〔応用編〕アニメを究める

11 のコツ』（2018 年、現代書館） 
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と調査研究に基づく展示やイベント等の事業を行うことを目的としている。このミュージ

アムは、博物館的機能と図書館的機能を併せ持った新しい文化施設である。当館で保存され

るマンガ資料は、江戸期の戯画浮世絵から明治・大正昭和初期の雑誌、戦後の貸本から現在

の人気作品、海外のものまで合わせると約 30 万点（平成 28 年時点）の資料となる。これ

らの資料を元に進められる調査研究の成果は、展示やセミナー、ワークショップという形で

発表＝公開している36。 

 建物は、昭和初期建造の元龍池小学校の校舎を改修（一部増築）し、活用している。施設

は一般公開のギャラリーゾーン、研究ゾーン、資料収蔵ゾーン、地域利便施設で構成されて

いる。常設展示、企画展示、龍池歴史記念室、ミュージアムショップ、カフェを併設してい

る37。 

 

展覧会概要： 

 株式会社サイバードから発売されている恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」のゲーム内の名

場面や、制作の裏側をパネルで紹介した展示である。 様々な展開で恋模様を描く現代絵師

の美しいイラストや、いかに女性に愛されるキャラクターが創作されているかを見ること

ができる。当該展示は、「京都国際マンガ・アニメフェア 2017（通称：京まふ）」の連動企

画である38。 

 

ヒアリング結果： 

 株式会社サイバードの「イケメンシリーズ」は、スマートフォン向けアプリとして配信さ

れつつ、2018 年には PlayStation Vita のソフトとして発売されたゲームである。そのため、

他の家庭用ゲーム等に比べた場合、ゲームそのものの資料は少ない。だが、ゲーム会社は絵

師の原画や制作過程の資料所蔵しており、スマートフォン向けアプリであっても、こうした

ゲームの関連資料についてアーカイブが企業内においてある程度まで行われている。 

京都国際マンガミュージアムで開催された「イケメン展示◆彼と過ごした恋の園」は、原

画や制作過程資料を展示した産学連携の展示となっており、ボーンデジタルの作品展示に

おいては、ゲーム本体に関連する現物資料が有効に活用されている実体を確認することが

できた。辻田氏によると、京都国際マンガミュージアムでは、ストーリーマンガを対象とし

た展示が数多く行われてきたものの、メディアミックス化された作品に関する展示は行わ

れていなかったそうである。そこで、辻田氏が以前よりつながりがあった株式会社サイバー

ドとコラボレーションして、乙女ゲームである「イケメンシリーズ」の展覧会及びイベント

                                                   
36 「京都国際マンガミュージアム概略」 

https://www.kyotomm.jp/about/summary/（閲覧日：平成 31年 1月 26日） 
37 「京都国際マンガミュージアム 施設の概要」 

https://www.kyotomm.jp/facility/info/（閲覧日：平成 31年 1月 26日） 
38 「イケメン展示◆彼と過ごした恋の園」展 

https://www.kyotomm.jp/event/exh_ikementenji/（閲覧日：平成 31年 1月 26日） 
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を開催することとなった。乙女ゲームに着目した点は、京都精華大学学長の竹宮惠子氏の作

品と似ている点があるからだという。 

 企画に関しては辻田氏が、展示に関しては應矢泰紀氏（京都国際マンガミュージアム学研

究員）が主体となって行ったとのことであった。6 月には大まかなコンセプトを決め、9 月

の「京都国際マンガ・アニメフェア 2017（通称：京まふ）」に合わせて開催した。乙女ゲー

ムファンに向けた展示ではあるが、ファン以外の参加者も楽しめる作りにこだわった。例え

ば、ラフ画を展示し乙女ゲームが作られる過程を示したり、キャラクターと一緒に写真を撮

ることができたりした点を意識したという。 

 また、株式会社サイバードの乙女ゲームは海外のプレイヤーも多いため、展示物のキャプ

ションは日本語と英語の 2 か国語表記とした。展示で使用したパネルは、株式会社サイバ

ードに用意してもらったとのことであった。 

 また、この展示における一部の企画39は、京都精華大学の学生が考案したものが採用され

ており、教育・地域連携としての機能も果たしている。 

 

小括 

以上の本年度の様々なゲームに関わる展示調査の中から、どのようなアーカイブの利活

用の在り方が、重要になってきたと言えるのだろうか。下記に要点をまとめる。 

第一に、現物資料そのものを収集しないボーンデジタルなものを取り扱う展示が増えて

いるということである。ICC の展示及びイケメン展示では、いずれもゲームそのものの物理

的な媒体が存在しないものを中心に扱っており、こうした展示においては展示対象の入手

経路や、展示内容のあり方が家庭用ゲームや PCゲームなどといったものとは大きく異なっ

てきている。ゲームソフトの物理媒体以外のアーカイブ手法を検討していくことや、関連資

料の収集等について推し進めていくことの重要性が改めて明らかになったと言える。 

第二に、実験的・先進的な展示を試みる企画が多数行われるようになったことである。ICC、

東京藝術大学、3311 アーツ千代田で行われたそれぞれの展示はまさにこうした傾向を示す

ものであると言えるだろう。ゲームの一般的な歴史的推移を扱う展示自体と比較してこう

した展示では、キュレーションの重要性が大きく高まってきていることが伺える。 

第三に、産学連携あるいは、産学館という形での展示が多数行われるようになってきたこと

である。東京藝術大学とスクウェア・エニックス、明治大学とバンダイナムコ、京都精華大

学とサイバードなど、産と学がそれぞれの役割を効果的に果たしながらの企画が多数実施

されてきている。また、城陽市歴史民俗資料館の展示では、立命館大学、大阪商業大学のよ

うな大学組織の他にも多数のゲーム関わる企業が協力する形で実施されている。ゲームに

関わる展示は、多面的なステイクホルダーがそれぞれの役割を果たしていくことで可能に

なっていく側面が強いということが改めて示されたと言えるだろう。 

                                                   
39 カフェ「IkemenSeries Drink Menu」としてイケメンシリーズの各タイトルの世界観を

イメージしたドリンクなど 
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第 6 章 広報・広報制作物 

6.1 「国際デジタルゲーム保存会議 2019」の広報制作物について  

1月 7日（月）開催の国際カンファレンス「国際デジタルゲーム保存会議 2019」（英名：

International Digital Game Preservation 2019）について、開催告知のための宣伝素材を

英語版（図 6-1）及び日本語版（図 6-2）でそれぞれ製作した。 
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図 6-1：英語チラシ 
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図 6-2 日本語チラシ 
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第 7 章 成果 

以下、今年度事業の成果について記す。 

 

7.1 ゲーム所蔵館連携体制のための組織化活動 

7.1.1 国内のゲーム所蔵館連携体制のための組織化活動 

 

国内における「ゲーム所蔵館連絡協議会準備会合」として調整を進めてきた枠組みであり、

今年度は組織を立ち上げることができた。具体的には、ゲーム所蔵館同士の連携のための具

体的な趣意書と規約の案を元に各所蔵館の関係者と事前調整を行い、平成 31 年 1 月 11 日

（金）に関係者間で協同して議論し、その後、現状の趣意書と規約案に微修正を加えて組織

が立ち上げられることとなった。 

 また、今年度の国内での注目すべき動向として、バンダイナムコスタジオがアーカイブ構

築のための取組を公にしたことは、今後の産学連携の発展を考える上でも、大きな意味を持

ったものといえる。 

 

7.1.2 国際的なゲーム所蔵館連携体制のための組織化活動 

 

 国際的な連携枠組みにおいては、今年度は国内外のゲーム保存に関する関係者を京都に

招いての国際カンファレンス「国際デジタルゲーム保存会議 2019」を実施し、ゲーム・ア

ーカイブを推し進めるための実質的な議論を実施することができた。またワークショップ

での議論を通じて、メタデータ、オーラル・ヒストリー、現物保存という三つの論点につい

て、より具体的な活動を展開する展望を得た。また、この会議開催に係る調整過程（イタリ

ア、イギリスでの会議）及び、1月の会議の中での議論から連携のための新たなプロジェク

トが出てきたことも大きな進展であった。具体的には、オーラル・ヒストリー調査の組織連

携のプロジェクト、英日連携のゲーム・アーカイブに関わるフィージビリティスタディーズ

のプロジェクト、そして国際ビデオゲームデータネットワーク（IVDN）の発足などである。 

 

7.2 ゲーム所蔵館連携に係る調査 

 今年度も昨年度に引き続いて、国内外におけるゲームソフト保存状況の定性的・定量的な

調査を実施し、概況把握が進んだ。 
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7.2.1 著作権調査 

 

著作権に関わる調査については、今年度は、ゲームのアーカイブが訴訟において活用でき

るとすれば、具体的にはどのような活用法が考えられるかということを整理して示すこと

を目的として、実際に著作権侵害訴訟となり、判決にまで至った 2 件の裁判例の調査、著作

権やゲームに関する文献調査、及び知的財産訴訟の経験が豊富な複数の弁護士へのヒアリ

ング調査を行い、過去のゲームが証拠としてどのような形で扱われてきたかについてまと

めた。 

 

7.2.2 各所蔵館の所蔵ゲーム目録の紐付け 

 

 ゲームソフトアーカイブ状況の定量的把握であるについては、昨年度までのゲームソフ

トの六館（ライプツィヒ大学、ストロング遊戯博物館、明治大学、国立国会図書館、立命館

大学、日本ゲーム博物館）の目録の統合化のための紐付け作業に加えて、雑誌等のゲーム関

連資料の登録を試験的に開始することができた。 

 これらのデータの紐付けによって作られたデータは本学（立命館大学）において新規アー

カイブの検討に使われているほか、ほかのゲーム所蔵館においても未収蔵品を確認するた

めの資料として用いられており、我が国のゲーム保存を行っていく上での重要な意味を持

つ作業となってきている。 

 今年度は、立命館大学が保持するアーカイブの紐付けを、個別資料水準では昨年よりも個

別資料水準では昨年よりも 2,232 件、体現形のレベルでは 1,170 件を新規に登録した40。 

 また、国立国会図書館の更新分については、個別資料・体現形ともに、平成 27年以後の

脳本された 447 件のゲームソフトについて確認し、そのうち 373 件について登録を行った

41。 

 OCLC の登録データについては、体現形のレベルで 2,377 の登録を行うことができた。 

 また、ゲーム関連資料として、試験的に 4,198 件の図書・雑誌資料の紐付けを行い、2,105

件について精査を行った。 

 

7.2.3 アーカイブ重点対象の明確化 

 

 所蔵ゲーム目録の紐付けによって作られたデータに基づき、今年度もアーカイブ重点対

象の把握を最新状況に更新した。これは日本の家庭用ゲームソフトについて、現在どの分野

においてアーカイブが進んでいるのか、逆にどの分野のアーカイブが立ち遅れているかと

                                                   
40 個別資料と比べて、体現形の登録数が少ないのは、今年度に立命館大学ゲーム研究センターに対して寄

付のあった資料が、すでに所蔵している資料との間での重複が約 2000 強ほど見られためである。 
41 447 件と 373 件のうちの差分 74 本については、PC ゲームであったり、平成 30 年度発売作品のため

GPIr が現時点では割り振られていないゲームタイトルである。 
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いったことを、具体的に把握するための重要なデータである（詳細は、5.2.3 を参照のこと）。 

 

7.2.4 ゲームの展示手法についての検討 

 

ゲームの展示手法の検討については、前年度から引き続きゲーム展覧会の利活用に関す

る方法論の検討のため、平成 30 年度に開催された主なゲームに関する展覧会の資料収集及

び関係者・企画者へのヒアリングを行った。 

今年度は 6 か所の所蔵館へとヒアリングを行い、昨年度は 7 か所と併せ、この 2 年間で、

合計 13 か所の 18 のゲームの展覧会について調査を行った。 

今年度の調査は博物館企画展における関連行事（とりわけワークショップ）も調査の対象と

し、併せてゲーム開発企業（バンダイナムコゲームス、スクウェア・エニックス等）におけ

るゲーム展の実態と社会的影響の調査を行った。 

今年度の調査から、ゲームをテーマとした展示の多様化が読み取れる。アニメーションや

メディア・アート、現代美術などほかの領域との関わりに主眼を置いた展示が増加傾向にあ

り「キュレーション」の意義がより強くなっていることが明らかになった。 
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第 8 章  総括 

 

 以上、本事業は国内外のゲーム保存に取り組む主要な機関との間で協力的な関係を構築

してきており、今後、我が国におけるゲーム分野の情報拠点等の整備に当たっては、本事業

の成果が大きな役割を果たしていくと期待される。 

 今年度は、昨年度までの取組を発展させていくとともに、これらの「検証」の年度と位置

付け、これまでの活動がどのように利活用という観点から評価できるかという点を考えた。

そこで、国内外のゲームの保存に関わる専門家とゲームの研究者を立命館大学に招いて、国

際カンファレンスを開催し、ゲーム保存の在り方について検討を行った。 

 また、昨年度までの国内における連携枠組み構築の取組は、ゲーム・アーカイブ推進連絡

協議会の発足という形で、一つのマイルストーンを達成した。 

 これらの活動を通じて、ゲーム所蔵館連携の事業全体を立体的に構築していくための方

向性について、以下のように整理することができる。 

 

1. 国内におけるゲーム・アーカイブ推進連絡協議会の発足 

2. 国際カンファレンスの開催 

3. ゲームソフトアーカイブ状況の定量的把握と、これに基づくアーカイブ重点

対象の最新情報への更新 

4. 産学連携の進展 

5. 著作権課題についての整理 

6. ゲーム展示に関わる利活用課題の整理 

7. ボーンデジタル作品アーカイブに向けた調査 

 

 以下では、それぞれについての成果を改めて確認するとともに、明らかとなった課題と、

来年度へ向けての展望を述べたい。 

 第一に、国内においてゲーム・アーカイブ推進連絡協議会を発足したが、来年度以後、こ

れを適切に運営し、効果的な連携へとつなげていかなければならない。当面の活動としては、

まずは運営体制を固めながら、セミナー等の活動を定期的に実施し、相互にゲーム・アーカ

イブに関わる経験と知見を共有していくことを目指していきたい。 

また、昨年度までに連携を模索してきた国内のゲーム所蔵館である明治大学、日本ゲーム

博物館、国立国会図書館などとの間で、さらなる連携に向けた議論を行った。これら議論を

通して、統合目録のほかにも、保存方法やカタロギングの方法論についての実務的なレベル

での知見の交換を行う機会を構築することができつつある。こうした実務的なレベルでの

意見交換を行う場については、次年度以後も引き続き維持していくことが望ましい。 
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 第二に、国際的な連携としては、昨年度より、既に複数の所蔵館が積極的に連携を行うべ

く活動している実態があるが、今年度は京都において国際カンファレンス「国際デジタルゲ

ーム保存会議 2019」を実施し、国際ビデオゲーム・データネットワークのウェブサイト及

びメーリングリストが立ち上がるなどゲーム保存のための国際的で多層的な連携の枠組み

が実りつつあるといえる。これについても、連携枠組みをどのように効果的なものにするか

が求められているが、引き続きメタデータモデルや書誌データの再利用可能性の向上とい

った論点について議論しつつ、LOD 等が機能するための実態を構築していくことが今後求め

られる。 

 第三に、昨年度までと同様に、ゲームソフトアーカイブ状況の定量的把握と、それに基づ

くアーカイブ重点対象の把握を最新状況へのアップデートを行ったこうした定量的データ

は継続的にデータを更新していくことが重要であり、来年度以後もデータ更新作業を行っ

ていく必要がある。なお更新作業を続けるに当たっては、より持続可能な形にするための方

法論の模索も併せて検討していきたい。 

第四に、産業界との関係構築の進展である。これについては国内のゲームアーカイブス推

進連絡協議会にゲーム産業界の方にオブザーバーとして参画いただいた。特にバンダイナ

ムコスタジオにおいては、アーカイブへの取組が公にされ、本事業においてもうまく協力を

していく方向を検討する議論を続けている。現時点では、お互いに協力的な関係は築けては

いるが、継続的な協同プロジェクトを立ち上げるという段階には至っておらず、どのような

形での協同プロジェクトが可能であるか、相互のニーズを確認しながらより発展的な連携

の在り方を模索していく必要がある。 

第五に、昨年度は博物館等におけるゲームの著作権処理の現状を調査し、今年度は訴訟に

おけるゲーム・アーカイブの利活用の在り方を確認したが、今後ゲーム・アーカイブの活用

ということを考える上では、次に権利者不明著作物（孤児著作物）の利用促進といったこと

が大きな論点になるものと考えられる。ついては、権利者不明著作物（孤児著作物）の利用

に伴う問題について、文献調査や関連企業や団体へのヒアリングなどといった調査を行う

ことで、これについて明らかにしていきたい。 

第六にゲームの展示手法についての検討であるが、これについてはゲーム・アーカイブの

利活用の在り方の一つのケースを示すという課題に対応するものである。平成 30 年度に試

験的に開催した『ゲーム展 TEN』はゲーム展のキュレーションを展示するというテーマで

あったが、次年度についてもこのテーマを発展させる。そのためにも引き続き博物館及びゲ

ーム産業界への調査・ヒアリングを進めると同時に、本事業に関連した展示のキュレーショ

ンの実践的な試みを行っていくことが重要であろう。 

 第七に、今年度までの議論で繰り返し提起されてきたオンライン・ゲームやスマートフォ

ン向けゲームなどの「ボーンデジタル」な作品のアーカイブにどのように取り組んでいくか

という課題である。現時点では、こうした作品へのアーカイブはほとんど手付かずの状況に
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あると言える。一方、中国や韓国においてはこうした作品が多くを占めることもあり、ボー

ンデジタルな作品に対してアーカイブに取り組みたいという姿勢や意欲が、中国の Perfect 

World 社や韓国の Nexon 社などの一部では見られる。次年度以後、こうした企業との間で協

議しながらオンライン・ゲーム等のアーカイブの在り方についての技術的、制度的、人材的

な課題の検討を進めていく必要があるだろう。 

 

 以上のような形で、国際会議の開催と国内の協議会の立ち上げといった、重要なマイルス

トーンが達成されるとともに、これまで整備してきたデータを最新の状況に保ち、また産業

界との協業、著作権調査、そして展示などの利活用に関わる調査など、実践的な施策を多面

的に行うことができた。 

 以上、今年度の事業実施を通して、アーカイブを利活用し長期的に維持継続していくため

の実践的な施策を行うとともに、昨年度までの取組を検証しつつ洗練させることができ、今

年度の目的が達成されたと考えている。 
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付録 

 

[1]ゲーム・アーカイブ推進連絡協議会 準備会合議事録 

 

日時：平成 31年 1月 11 日（金）16：00～17：30 

参加者（50音順、敬称略） 

井上明人（立命館大学）、Espen Aarseth（コペンハーゲン IT大学）、川口洋司（日本オ

ンラインゲーム協会）、徳田直人（ナツゲーミュージアム）、中川大地（明治大学）、袴

田直樹（日本ゲーム博物館）、兵藤岳史（バンダイナムコスタジオ）、福田一史（立命館

大学）、福地健太郎（明治大学）、細井浩一（立命館大学）、細谷滝音（ゲーム保存協会）、

三上浩司（東京工科大学）、山本悠作（ナツゲーミュージアム）、横井伸明（日本ゲーム

博物館） 

オブザーバー（50音順、敬称略）： 

伊藤由美（文化庁）、水戸部由美（国立国会図書館）、吉田敦則（文化庁） 

 

徳田：ナツゲーミュージアムの徳田と申します。昨年はテレビ局からの協力案件 を多数頂

いた一年でした。作業規模の大きかったものから挙げますと、NHK 朝の 連続テレビ小説

『半分、青い』ドラマ内での『テトリス』テーブル筐体稼働と俳 優へのゲームプレイ演技

指導。スペース・インベーダー40 周年に関連した番組企 画としては２つ、テレビ朝日『chou 

chou』（3 月 4 日オンエア）番組収録での筐 体稼働と、TBS『サタデープラス』（4 月 14 日

オンエア）での映像収録および再現 ドラマロケ協力などがありました。 

 イベント関連への協力事例も例年以上に増えました。学術的な案件では明治大 学『アカ

デミックフェス 2018』にて㈱バンダイナムコスタジオ様との『パックマ ン』・『マッピー』

のアップライトゲーム機の展示です。実機を触れる形での展 示はレバーやボタンの感触や

筐体の意匠もふくめ、実機に触れなければ味わえない感動があります。 

 いずれの事例も、所蔵ゲームを極力当時のまま触れられる体験を提供したい、 という我々

の目指すものが評価いただけたと実感しています。 

 

中川：明治大学の野生の科学研究所（所長：中沢新一）にて学外研究員として活動している

中川と申します。本日は、森川嘉一郎の代理役のつもりで出席しております。 

 明治大学では、森川が主導する形で、行政とも連携しながらマンガ、アニメ、ゲームの収

蔵館を作るというプロジェクトを進めております。とりわけ平成 29 年 11 月のシンポジウ

ム「マンガ文化の保存拠点計画」以降は、立ち遅れていたゲームのアーカイブや研究環境の

整備にも本格的に取り組もうという機運が強まっています。 
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 それを受ける形で昨年平成 30 年 1 月にはシンポジウム「ゲーム研究の新時代に向けて」

を開催し、井上さんや細井先生、川口さんにも御登壇頂き、アーカイブに関するセッション

も行いました。また、その流れで 9 月には DiGRA Japan の夏季研究発表大会のホスト校と

なり、11 月には「明治大学アカデミックフェス 2018」内の企画でナムコの開発資料アーカ

イブに関する小展示を行っています。この際には、ナツゲーミュージアムの徳田さんや、バ

ンダイナムコスタジオの兵藤さんにも御協力を頂きました。 

 

福地：明治大学の福地です。いま中川の方から申し上げたイベントのほかに、かねてより寄

贈が予定されていたゲームソフトを実際に明治大学の倉庫で保管を始めました。この中に

は、2 次資料としては非常に興味深い資料も寄贈品には含まれております。これをどういう

形でアーカイビングし、インデックスを付けていくかに関しては我々の方でまだそれほど

ノウハウを持っていません。ですので、ぜひ、皆様からお力添えを頂きながら進めていきた

いと思っております。 

 

川口：日本オンライン・ゲーム協会の川口と申します。1980 年代からゲーム雑誌の編集を

やっていて業界の人の足跡を残したいと思い、昔のよしみで株式会社 Gz ブレインの浜村さ

んにも協力してもらって個人的に、オーラル・ヒストリーのアーカイブを何とか作りたいと

思ってやっております。「ゲームビジネスアーカイブ」ということで、ちょうど去年がセガ

のメガドライブ 20 周年だったのでフォーカスしてトークライブ形式で開催していますが、

平成 29 年には元セガの佐藤社長や、サードパーティー、セカンドパーティーの担当の方、

ゲーム雑誌の編集長など、昔のよしみでいろいろな方にご登壇いただいてやっております。 

 非常に内容が濃くて、開発コストやロイヤリティなどのお金の話も結構出ています。それ

自体はゲーム業界として貴重な情報なんですが、ただ、公表するにはあまりに生々しいもの

もあり、公表に際してはゲーム会社の広報の方と今後調整が必要になってくると思います。 

 別件ですが、去年の秋からゲーム障害の話が出てきておりますが、我々としても何らかの

アクションを起こすことも検討しています。皆様の御尽力を賜ることもあるかと思います。

よろしくお願いします。 

 

細谷：ゲーム保存協会の細谷と申します。我々は 80 年代～90 年代の PC ゲームやコンシュ

ーマゲーム等を中心に保存を進めております。 

 

今年度の成果としては、ゲーム資料の一部を等々力の本部にて公開いたしました。現状では

無制限に開放しているというわけではなく、成果を必ず公表することを条件に、雑誌やゲー

ムの資料にアクセスしていただくことができます。 

 

また、それともう一つ文化庁のメディア芸術データベースのための作業も行っております。
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簡単には以上になります。 

 

横井：日本ゲーム博物館の横井と申します。アーケードゲームのアーカイブを中心に活動し

ております。 

今年度の成果というところでいくと、一つはゲームの実際の修繕方法のノウハウの蓄積

です。最近では保存という観点から内部損傷の激しいものや外装が完全に崩壊しかけてい

るものなど、早く手をつけないと原型や元の状態が分からなくなってしまう筐体の修理や

レストアを中心に進めております。特に今年、来年は名古屋市博物館で展示をさせていただ

くという話がありますので、そういったところで実働でき展示して見るに堪えるものにし

ていきたいと思っております。 

もう一つは立命館の皆様に御協力頂いてアーケードゲームの目録の作成に取り組んでお

ります。ゲームの目録については、今作成をしている最中ですが、これもいろいろとノウハ

ウを蓄積させているところです。 

 

井上：立命館の方では、この最近の進展としましては、一つは、先日 1 月 7 日に国際カンフ

ァレンスを開催させていただきましてスタンフォード大学図書館や、コペンハーゲン IT 大

学、ライプツィヒ大学、筑波大学、バンダイナムコスタジオ、スクウェア・エニックスなど

でアーカイブやデータベースに関わっていらっしゃる方にお話を頂きました。 

そして翌 1 月 8 日については、初日の登壇者などを中心にそれぞれに関心の近い人々を

三つのグループに分かれてもらって、連携のための具体的アクションとして何ができるか

ということで密な議論をしていただきました。 

また、継続的に目録の活動をやったり、昨年度の末に展覧会を開催させていただいたりや

っております。また、夏にはイギリスでの国際学会「Replaying Japan」に併せて海外のゲ

ーム所蔵館の方も含めてミーティングを開催させていただきました。 

 では、本学の取り組みについてはここまでさせていただきまして、次にゲーム・アーカイ

ブ推進連絡協議会の規約や趣意書についての議論に移らせていただければと思います。 

 

 ＊ 

 

細井：連携枠組みの大枠の哲学や目的については、昨年度までで基本的なところはおおむね

共有できたかと思っております。ただ、組織をどのような規模で、どのぐらいきっちりと運

営していくかということは継続性に関わる論点になるかと思います。その点についての議

論が集中したかと考えております。 

 そうした、昨年度に出ていた議論を吸収させていただき、趣意書及び規約の案をバージョ

ンアップしたものを作らせていただきました。その点を踏まえて、資料を御覧頂ければと思

います。 
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 規約案の第一条の方を御覧頂ければと思います。 

 主な活動というのを 5 項目に整理させていただきました。この 5 項目の中で情報の「共

有」というように書かれていたところがありましたが、これは「共有」というとその中身が

分かりにくく、また強い言い方になっていたということがありました。そのため、「情報の

共有」「知識の共有」という言い方ではなく、「情報収集に資する活動」「知識の向上に資す

る活動」という言い方に変えております。それぞれの活動を、相互に活用するための活動を

させていただければいいかと考えております。 

 また、「その他会員が必要と判断する活動」といったところは、こういった項目がないと

縛りがあまりにも強くなるだろうということで、入れさせていただきました。 

 第二条はそのままです。 

 第三条については、提案ですので、皆様の御意見を頂きたいと思っております。会員の入

会の規定については、2名の推薦ではなく、2組織からの推薦という形を想定しております。 

 第四条については、互選による緩やかな運営委員会の組織化ということで、互助会に近い

ようなものを想定しております。 

 第五条については、運営委員会ですが、この運営委員会については任期を想定しないとい

う形です。そして、運営委員会の方に年一回程度お集まりいただくということを想定してお

ります。また、ある程度のリダンダンシー（冗長性）をつけて必要と認めるときは集まるこ

とができるという規定もつけさせていただきました。 

 第六条の会費についてですが、これは徴収をどのようなものにするかということが悩ま

しいですが、これも互助会的なところで組織があって払える方は組織で、個人の方は個人で

ということで 3,000 円ということでどうでしょうか、という形を想定しております。 

 第七条の、規約の改正については、これは運営委員会にお任せ頂ければということで想定

しております。 

 以上で、昨年頂いた御意見をまとめますと、こういったシンプルな形の方が運営しやすい

のかな、ということでシンプルにさせていただいた次第です。 

 

福地：会費の使途はどういったものを想定しておられますか。 

 

細井：会場の準備に係る最低限の経費や、会のウェブページやウェブサーバーの最低限の経

費を払える程度ということを想定しております。本日も本学の東京キャンパスにお集まり

いただいておりますが、大学などでできるところはミニマムな形でやってしまうことを想

定しております。この点についても御意見ありましたら、是非いただければと思っておりま

す。 

 なお、個人という枠をつくったのは、昨年度、森川先生から、法人としては払いにくいと

いう話がありましたのでその点を想定しております。 
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福地：法人としては支払いにくいですが、研究室単位であれば支払も可能だと思います。ま

た、個人と法人が同じ金額で良いのでしょうか。個人と、たくさんの個人が所属する法人が

同額というのは気になります。 

 

細井：可能であれば、本日に決めさせていただいて、なるべく案を実働までいかせたいとい

うように思っております。よろしければ、個人 1,000 円、組織単位 3,000 円 ということで

いかがでしょうか。 

 

（一同、賛同） 

 

細井：では、いったんそれで修正させていただくことでよろしいでしょうか。 

 

福田：個人会員と組織会員で議決権が同等の扱いになるのかどうかもポイントになるかと

思います。そこを考えると、個人の参加を不可として、組織会員だけにする方がすっきりと

すると思いますが、いかがでしょうか。 

 

中川：そこを機関と認めるかどうかは、運営委員会での承認事項とすれば、いいかと思いま

す。 

 

川口：社団法人を作った経験からしますと、会員の種別の設定は別途行って、個人か組織は

附則にしてしまってはどうでしょうか。会員の種別はそこで設定した方が良いように思い

ます。 

附則にしてしまうと、変更をする際のコストが少なくなるので楽だということもありま

す。また、附則については、運営委員会で変更しやすい形にすればいいのではないでしょう

か。 

 

中川：運営委員の構成は代表、副代表、事務局長の三名だけが運営委員会という理解でよろ

しいのでしょうか？ 

 

細井：そこについては規定をしておりませんで、役職のない運営委員というのもいてもいい

のではないかと思っております。 

 差し当たり、走らせて、その中で担保できる最低限の枠を考えるという形です。 

 

福田：運営委員会のイメージというのはおおむねここにいらっしゃっている方というイメ

ージでしょうか？ 
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細井：そうです。 

 

三上：会員の互選により運営委員会を始められるというように規約案の中にありますので、

今いる方で運営委員会を立ち上げてしまって問題ないのではないかと思います。今ある趣

意書の会員の互選で始められるのではないでしょうか。 

 

細井：おっしゃる通りのイメージでした。 

もし、ほかに再考せよ、という意見がないようでしたら、川口さんの意見を採用させてい

ただいて 6 条をカットして、あとは附則として、動き出すのでよろしいでしょうか 

  

（一同、賛同） 

 

細井：では、こういう形で動き出させていただければと思います。 

また、今こちらにいらっしゃる方は会員ということになるかと思いますが、運営委員会に

ついては 4 条の二項が分かりにくかったと思いますので、少し調整させていただいて、そ

の上で、皆様に個別にお話をさせていただければと思います。 

以上 

 

 

[2]バンダイナムコスタジオのアーカイブ状況についてのヒアリン

グ 

 

日時：平成31年1月17日（木）14：30～ 

対応者：兵藤岳史、宇出津和仁（株式会社バンダイナムコスタジオ） 

聞き手：フロラン・ゴルジュ（Omake Books）、井上明人（立命館大学） 

オブザーバー：吉田敦則（文化庁） 

 

──兵藤さん、今日はよろしくお願いいたします。アーカイブ部門に、社員の方は何人ほ

どいらっしゃるのでしょうか？ 

 

兵藤：アーカイブ部門という部門があるわけではないんですよ。たまたま私がやっている

だけなので。担当しているのは私一人です。 

 

──兵藤さんはバンダイナムコスタジオの社員さんなのですよね？ 
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兵藤：はい、そうです。 

 

──どういうきっかけでアーカイブを担当されるようになったのでしょうか？「やってく

ださい」という依頼を受けたのでしょうか？ 

 

兵藤：今から3年前、2015年なので大分前になりますけれど…。岸本さんが、ナムコを辞め

て OBだったのですが、「自分のゲームのゲームデザインを見たい」とおっしゃって。その

ゲームがちょうど開発30周年だということで、「もしよろしければ見せていただきたい」と

会社を訪ねていらしたんです。それで、偶然なのですが社長の中谷と岸本さんが同期だっ

たので、「兵藤、ちょっとそれを探してみてよ」と言われて探し始めたんです。ところが、

目的のものが劣悪な環境の倉庫で眠っていることが分かったんです。それで、「これじゃま

ずいだろう」ということになり、このアーカイブのプロジェクトが始まりました。 

 

──具体的にはどのような状況だったんですか？ 

 

兵藤：それまでにもアーカイブ化しようという動きは何回もあったんですけれど、毎回挫

折していて。まあ、幾つか痕跡をたどることで見つけることはできていたんですけれど。

元はファイリングもわりとしっかりされていたんですけれど、会社が大きくなり、組織も

それに合わせてバラバラになっていくのにつれて、それもところどころ失われてきて。最

終的には川崎の倉庫に置かれていた状態だったんです。 

 

──   一か所にまとめてあったんですか？ 

 

兵藤：はい。あと、会社の社員が辞めたり、自分のところのエリアがなくなってしまった

場合に、とりあえず箱に詰めてそこに送っていたんです。「とりあえずそこに置いておこ

う」ということで。 

 

──兵藤さんは今現在の役割として、具体的にどのようなお仕事をされていますか。 

 

兵藤：そこに残った資料も本当にバラバラな状態で、雑多な物が置いてあったんです。開

発資料だけではなく開発機材とか、古いファミコンとか。そういったものを一応全部整理

して、ナンバリングをして大体保存できるというところにまでをやりました。それが先ほ

どお話ししたプロジェクトの内容だったのですが、それがなぜそういうことをしたのかと

いうことを考えると、ただ「取っておくために取っておく」ためじゃなくて、「これを何ら

かの形で活用したい」ということでやったのです。そのためにそれらを取ってありますの
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で。今後の活動というと、「それらをこれからどうしていこうか？」ということになります

ね。 

 

──日本のゲーム界の中で言うと、ナムコさんは本当にパイオニア的な存在ですからね。 

 

兵藤：そうですね。もちろん、資料として、「その存在がある」というだけでも良いのです

が、先ほどおっしゃったように、ナムコというのは日本でもパイオニア的存在なんです

よ。世界においても大事な存在なので、「世界中で知られているゲームがどのように作られ

たか」、「どのような開発過程で作られたか」というのが資料に残されています。資料はそ

ういったことを明確に物語っているんですよ。それだけでも残していく価値があるけれ

ど、将来的な研究などの役にも立つと思うんです。それと同時に、我々は企業ですので、

企業活動としてそれらを活かしていこうという目的もあるんです。 

 

──今日は資料を見せていただきましたが、40年間というとどのくらいの資料があるので

しょうか？ 

 

兵藤：そのときに整理をして、この大きい段ボール箱だけで300箱とちょっとくらい。そし

て、ナンバリングしているものは7,000アイテムくらいです。 

 

──7,000！それをお一人で管理されているんですか。 

 

兵藤：まあ、管理するまでは行っていないですけれどね（笑）。 

 

宇出津：ここまでで、95年くらいまでの資料ですね。 

 

──ここまでで95年ですか！ 

 

兵藤：というのも、そこから先はデジタル化されていて、ボーンデジタルという最初から

デジタル化されたものが増えてきているので、紙の資料はどんどんなくなってきているん

ですよ。そういった資料の開発過程というものをどうやって残していくか、ということも

今後の課題になると思います。 

 

──倉庫には資料だけでなく機材とか基盤とかポップなどがあるのではないかと思うので

すが、どのようなものがありますか。 

 

兵藤：基盤もポップもあります。ただ一つ言っておきたいのが、ここにあるのは基本的に
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開発の方の資料だということなんです。だからマーケティングの方の資料はまた別なんで

すよ。そちらの方にはマーケティング用のグッズとかがあると思うんですが、どこだった

かな…？ 

 

宇出津：さっきの話と重なるんですけれど、基本的に最初の時代からしっかり残してきた

のですが、組織が変わって引っ越しをしていくうちにだんだん…。というより、残してい

く意義があまり伝わっていなかったと思うんです。例えばこれ(何かを指す)、僕はこれが

あるということを知らなかったんです。その結果、全部が総務部に行っていて、そこの倉

庫に入っていたっていうことがありました。開発の資料はそんなふうになっていて…。そ

れで、マーケティングのはマーケティングでちゃんとファイルに入っていると思います。

そしてこれはゲームの企画ですけれど、設計のものは設計の方できちんと取ってあるんで

すよ。残っているものものはきちんと残っているんです。ただ、全部倉庫に行っちゃって

いて。 

 

兵藤：マーケティングの人は倉庫から出されたものをどうしたの？ 

 

宇出津：今、総務部で借りているところに入れているか…捨てた可能性もあります。 

 

兵藤：ははは。さっきも言ったんだけど、倉庫を維持するのにもお金がかかるので、「捨て

るぞ」という声が出てきたんですよ。そのタイミングに合わせて、開発の資料は私のとこ

ろに残したという感じなんです。マーケティングの方も捨てるでしょう。 

 

宇出津：コンシューマー販売は倉庫に突っ込んだはずなんですよ。 

 

兵藤：今、コンシューマー販売って言ったけど、マーケティングの販売部署は、コンシュ

ーマーもあれば業務用もあって。そしてアーケードはまた別の部署があるんですよ。 

 

宇出津：業務用も僕は行ったんですけど、元々きれいには残ってなかったです。 

 

兵藤：業務用はないか…。でも、業務用も昔のゲームのポップとかが少し残ってるよ？ 

 

宇出津：それは開発にサンプルであげたものを、開発者が手元に持っていっているのかも

しれないです。 

 

兵藤：そうそう。Tシャツとか。あとはマーケティングの資料にはゲームショーのときの

コスチュームとかもあるよ（笑）。 
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宇出津：大体もう汚いから捨てちゃってると思いますけどね。 

 

兵藤：俺が見に行ったときにはあったよ（笑）。 

 

宇出津：80年代ってデジタルじゃないので、ポップにしても原画を描くわけなんですが、

その原画が当時から大分捨てられてしまっていたのがかなり惜しかったです。残っていな

くて。 

 

──ポスターは一枚ずつキープしておいた、とかそういうことはないんですか。 

 

宇出津：ポスターも、気づいている人がいれば取っているんですが、そういう人がいなく

なると後から捨ててしまう人がいるんですよ。僕もいっぱい捨てられてしまいました。 

 

兵藤：比較的いっぱい残っているのはファミコンとかの取扱い説明書。あとはパッケージ

デザインとか。あれは全部残っています。 

 

宇出津：それはその部署の人がすごくしっかりしてたんですよ。コンシューマーのパッケ

ージのデザインチームの人はすごくしっかりしてるんで。 

 

──これまではいろいろ捨ててしまったということになりますが、今後、兵藤さんとして

は何を残しておくべきだと考えますか。例えば、イベントのコスチュームはもういらない

とか…。 

 

兵藤：全部取っておければいいんですけど、それはさすがに無理なんですよね。私として

はやっぱり開発関連の資料をケアしているので、それについては取っておきたいし、取っ

ておくつもりです。 

 

──整理をし、箱やファイルを全部一つずつ開けながらの作業をされていますが、「これ

はもういらない」と思うものはありますか。 

 

兵藤：それはないですね。一番最初の段階で…例えばパソコンの取扱い説明書とか、そう

いう必要なさそうなものは捨てて、一番必要そうなものだけを残し、それを整理していま

す。PC98とか、ソニーのトリプルセブンの取扱い説明書とか、そういうのはうちで取って

おく必要がないですから。我々が取っておかなくてはいけないのは、我々が作ったもの。

あるいはゲーム関係の資料というものを残していますね。 
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──ナムコの歴史を語ってくれる7,000以上のファイルがあるわけですが、なくしてしま

ったソフトの開発資料とか、「これはどこにあるのかさっぱり分からない」というゲーム

はありますか？ 

 

兵藤：はい。資料はオフィシャルに取ってあるものもあるんですけど、個人が取ってある

ものもあったりして、全部が全部揃（そろ）ってはいないんですよ。あるいはパックマン

とかゼビウスの例のように、開発者が辞めるときに持っていってしまったりもするんで

す。実はそういったものも、コピーでもいいのでこれから収集して、ここにある資料に加

えていきたいと思っています。もう一つ、資料の整理をアーカイブを専門にしている会社

にお願いしたのですが、彼らはゲームの専門家ではないので、どうも整理が行き届いては

いないんですよ。つまり、粒度というんですが、これと同じものとして扱うと、資料とし

てバラバラになってしまうんです。これ、番号が入っていると言いましたが…さっきのよ

うに提案書がいっぱい入ったファイルが一つになっていますが、提案書の一つ一つもアイ

テムになるようにナンバリングしているんです。あと、ビデオゲームでは開発の段階では

コードネームやニックネームが使われたりして名前が違っているのですが、彼らはそれが

分かっていないんです。あと、それはゲームの特徴だと思うのですが、ポートってありま

すよね？元々アーケードのものがこちらの方に…っという。それをどういうふうに扱えば

いいのか？どういうふうに整理すればいいのか？というのもあって、やっぱり整理ができ

ているとはいえない状態なんです。やはりこれは知っている人じゃないと分からないの

で、そういった整理がもう一度必要だなと思っています。 

 

──データベースを作るのが非常に大変ということですね。 

 

兵藤：そうなんです！知っている人でないと分からないんですよ。それからもう一つ、ポ

ートする際に昔の資料をコピーすることも難しさの原因の一つです。例えば、の話です

が、パックマンをプレイステーションで出そうとした場合、プログラマーや企画者は、パ

ックマンとはどういうゲームだったかを、昔の企画書をコピーして自分の資料として残す

わけですよ。そうやってオリジナル以外のものがあっちこっちに残されているわけだか

ら、さっき言った7,000アイテムの中には重複しているものもあるんです。 

 

──ああ、なるほど。では、重複しているものがあれば処分するのですか？ 

 

兵藤：そうしたいけれど、今のところはできていないんです。それに、それはそれで意味

があると思うんです。どういうことかというと、先ほどの例えの話で言うと、プレイステ

ーションをナムコミュージアムで作ったときに、それらの資料で「作ったときにはこれと
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これとこれを参考にした」ということが、その人のファイルを見ると分かるんです。そう

やってそれぞれの痕跡が残ることはそれでなかなか意義があることかもしれないと思うん

です。だから、「これは同じものだから捨てろ」と一概には言えないんじゃないかと。 

 

──理想的なアーカイブ・ルームというのはどんな部屋だと考えますか。 

 

兵藤：そうですね…今言った、資料の整理…再整理ですね、それは絶対に必要だと思って

います。それから、現状では資料を倉庫に預けていて、こちらから「この箱を持ってきて

ください」と言えば持ってきてもらえるシステムになっているのですが、本当は目の前に

全部あった方が楽ですよね。それから、今のところ紙資料はこれで良いのですが、特に重

要な資料についてはアーカイブ室でやっぱり PDF や写真などでほかの方に見てもらった

り、簡単に検索してもらえるようなシステムが欲しいです。 

 

──スキャンしてデータ化するんですね。 

 

兵藤：そうですね。もちろん、オリジナルも大事ですよ。ただ、それを有効に使うために

はそういうことも必要だと思っています。 

 

──最終的には「ナムコ歴史博物館」のようなものができる可能性はありますか？ 

 

兵藤：ははは（笑）。企業歴史博物館はいろいろ各地にあるみたいですけれど、会社として

はエコシステムというか、そういうのができることで赤字を生むわけにはいかないですか

らね。例えばですけれど、どこかの地方自治体とか、県などと共同で博物館みたいなもの

を作るというのは可能ではあると思いますけれど…。ご存知かどうか分かりませんが、日

清のカップヌードルミュージアムというのがあるんですよ。今 NHK でやっているのです

が、池田と、みなとみらいなどにあって、ずいぶんお客が入っているんですけど、それは

多分それだけで運営できていると思うんですよね。しかも日清の企業経営になってると思

うんですけど、あんなものができたら一番理想ですね。まだ分からないですけれど。 

 

──中村さんがいつか朝ドラの主役に…。 

 

兵藤：はははは！確かに！ 

 

──「情熱大陸」とかにも。 

 

兵藤：それはいい、いいかもしれない！「パックマンを作った男」って。面白いかもしれ
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ない（笑）！NHK に企画を持ち込みましょうか。 

 

──大阪にパナソニックミュージアムがありますよね。私はこの間行ってきたんですけ

ど、すごく面白かったです。 

 

兵藤：企業博物館って、トヨタとかもやっていたりしますよね、大きい企業で。トヨタは

多分社会貢献的な意味もあってやっていると思うんですけど。それだけで自立はしていな

いんじゃないかと思うけれど…。もう一つは、今フロランさんが聞いているのはうちの会

社だけの話ですけど、例えばほかの会社…業界の中で、ほかにもビデオゲームの勃興期か

らある会社があるので、そういったところにもぜひお話をして一緒にできれば…。ビデオ

ゲーム業界としての足並みが揃えばいいかもしれないと思いますね。 

 

──なるほど。アーカイブ資料についての話に戻りますが、資料にはほとんどの人が忘れ

てしまっている、非常に価値のある情報が入っていますよね。コードネームとか、開発者

は誰だったかとか…。具体的にはどういったものが入っているのでしょうか？やはり歴史

に残るような情報でしょうか？ 

 

兵藤：やはり、我々が見て面白いのは、どういうふうにゲームが作られていて、ゲームの

企画者や制作者などが当時、どのような情熱を持っていたか。そういうものが伝わってく

る資料が面白いですね。時代背景などもね。「我々が知っているゲームがこんなふうにして

できたのか」とか、「こんなアイデアを考えたけど結局出なかったのか」とか、意外性があ

るものが面白いですね。 

 

──そうですね。あと、昔の資料というのはどんな特徴がありますか？手書きのものだと

か？ 

 

兵藤：基本的には手書きですね。当時はまだワープロもない時代ですから。全部ハンドラ

イティングですよね。今だったらデータを作るときには PCとかの端末上から直接描いちゃ

ったりしますけど、当時はやっぱりドットを一個一個鉛筆で描いて、それをデータ化して

ゲームに出すっていうような時代ですから、そういうのは非常に面白いですね。 

 

──今は紙の資料の保存に尽力されていらっしゃると思うのですが、オーラル・ヒストリ

ーについて…。皆様がまだお元気なときに、と僕も思います。 

 

宇出津：今ある資料だけではやはり全ては分からないですよね。当時の時代背景とか、ど

こまで考えたとか、読み取れる部分もありますけれど、やはり御本人に直接聞かないと分
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からないこともありますので、バンダイナムコとしては皆さんが御存命のうちにこの資料

を活用しながらインタビューをし、世の中に残していこうという作業を始めています。 

 

兵藤：大事ですよね。それに、こういった資料を横に置きながらお話をすれば、また新た

にいろいろなことを思い出すと思うんですよ。「そういえばこのとき、こんなふうになった

な」って。そういったオーラル・ヒストリーはやはり非常に重要だと思います。生の声で

残すっていうのは昔はなかったですよね。テープレコーダーとか映像とかまだなかったか

ら。今はいろんなことができますからね。宇出津さん、それは映像では残さないの？ 

 

宇出津：そう思って、今はうちのメディア部に写真と文字で、そして内容によっては

Youtube で動画で残してもいいかなと考えています。 

 

兵藤：そうだね。 

 

宇出津：ちょっとマニアックな切り口でもいいんじゃないかと思うんですけど、例えばイ

メージミュージアムで、開発者を呼んで開発時の話をしていただいて、それをそのまま載

せてしまう、というのはどうかと。絶対に残りますからね。そういうのが草案としてはあ

るんです。僕らは順番にそういうのをやっていくと思います。あと、先ほども言いました

が、この資料の保存と並行して、ナムコが作って売ってきたゲームのタイトル、発売時

期、現存している資料に何があるかなど、それらのデータベース化を始めているんです。

やっているうちに情報がかなり歯抜けの状態であることが分かってきたのですが、それで

も今はまず一度、大きな紙を使って“一つの表にしてみる”というのをやっています。そ

の表ができてきたら、社内でまだ当時の開発に関する記憶がある人に協力してもらいなが

ら精査をしていけば、まあまあ使えるデータベースになるのではないかと思っています。 

 

兵藤：データベースの作り方についてなんですが、例えば今回、立命館さんから聞いたの

ですが、やっぱり作り方があって、それに則るといいんじゃないかと思います。どういう

属性を付ければどういうふうに検索できるか、っていうのがあるそうなので。先ほど言っ

たように、ゲームって難しいじゃないですか、どういうものがあって、どういう基準で分

類し、どういったタグ付けをするか、とか。 

 

宇出津：そうですね。ただ、今はまだバラバラな資料を一つにまとめているところなの

で、まずはそこまではやろう、と言っています。 

 

──では、宇出津さんも一緒に…。 
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兵藤：そうですね。 

 

──活動に共通したものがありますよね。 

 

兵藤：そうそう。これまで宇出津君が BNE で私がバンダイナムコスタジオだったんですけ

れど、これからバンダイナムコスタジオからまた新しい会社…新しい研究所ができるんで

すよ、バンダイナムコリサーチングというんですけど。基本的には全然違う R＆Dのセクシ

ョンで、AIや MR などをやっているんですけど、そこが多分この仕事を引き継ぐので、BNE

とこの資料を「一貫して、合体してやっていきましょうか」という話になると思います。

そうすると先ほど言ったように個人でやるのではなく会社としての仕事になりますね。宇

出津君はライツ部なので、企業的には最終的に利益が出てくるかどうか分からないんです

けども…。ただ、会社としてはその方が健全なので。 

 

──そうなんですか、分かりました。では、これからはナムコのまだ知られていない面白

い歴史の話がたくさん出てくるということですね。楽しみにしています。 

 

兵藤：楽しみにしてくれる人がいるといいんですけどね（笑）。そういう方に向けて発信し

ていきたいんですよね。 

 

宇出津：そういう方たちに協力していただきたくて…。例えば皆さんのインタビューを録

（と）るとか、僕らだけで全部は無理ですので。そういうことに意義を感じる人とか、興

味のある人にどんどん入ってきてもらって、みんなでやっていくのが日本の文化的にはい

いんじゃないかって思います。 

 

兵藤：壮大な話をしてるけど…文化庁とかにも入ってもらって（笑）。 

 

宇出津：僕はずっとゲームを作ってきて、2年前にライセンス部に移動してきたんですけれ

ど、今になって「振り返りたい」と強く思うことが多くあります。そして、日本でビデオ

ゲームが始まって50年だとすると、「これでもう一つの文化になってきたんだろうな」と感

じるんです。 

 

兵藤：そうですね。僕も本当にそう思います。この間のプレゼンでも言いましたけど、文

化的遺産であるとともに、産業遺産でもあるんですよね。日本はアニメやゲームを産業と

して捉えている面もありますからね。さっきのパナソニックの話でもそうですけれど、そ

ういった側面もあると思います。パナソニックは確かに人の文化でもありますけど、産業

…ポップカルチャーなどに強い影響を与えているので…。両方の面から捉えるのがいいと
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思いますね。 

 

──全くその通りですね。私も何か協力できたらと思います。 

 

兵藤：世界に向けて（笑）。 

 

──今日はどうもありがとうございました。 
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